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　第３回　医学専攻高次脳機能病態学講座　
　　　　　　　　　　 教授　中川　　伸 

山口大学大学院医学系研究科 

　 　　　　新任教授ごあいさつ

　平成 29（2017）年 10 月 1 日付で、山口大学

大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座（旧神

経精神医学講座）教授を拝命いたしました。この

10 月で着任 2 年目を迎えることになります。こ

の度は山口県医師会報への原稿執筆の機会をいた

だき誠にありがとうございます。誌面をお借りし

て山口県医師会員の先生方に謹んでご挨拶申し上

げます。

　私は札幌市の出身で、札幌南高校を卒業した

後に金沢大学医学部に進学いたしました。当時の

金沢大学精神医学教室による学生講義は、まだ階

段講堂の中央に患者さんを連れてきて皆の前で診

察することが行われており、その中に交通事故後

に目が見えなくなったと訴える患者さんがいまし

た。いろいろな検査をしても異常が見られず、し

かし現実には症状がある。このように不思議な、

しかし患者さんにとっては生活に大きな支障があ

る状態を見て、精神医学に大きな興味を憶えまし

た（症例は転換性障害になります）。さらに神経

科学から精神医学を研究したいと考えるようにな

り、平成 2 年に北海道大学精神医学教室の門を

叩くことになりました。そこでは臨床・研究・教

育のバランスをとることが重視され、特定の学派

などに偏ることなく精神症状を診て、治療を行い、

一方では日本で最初に抗精神病薬を使用した教室

として精神薬理学による研究が進められていまし

た。

　医局で約 1 年間の研修後に、函館渡辺病院で

約 2 年間地域医療に従事しました。その後、現

名誉教授の小山 司 先生の勧めもあり、大学院（解

剖学第一講座）に進学し、現解剖発生学教室教授

の渡辺雅彦 先生の指導のもと神経支配と遺伝子

発現制御の研究で学位を取得いたしました。精神

医学教室に戻り、約 1 年間の臨床に専念した後

に、当時としては斬新であった脳由来神経栄養因

子（BDNF）を介した抗うつ薬効果を発表してい

た Yale 大学精神医学講座の Ronald S. Duman 先

生のもとに留学しました。そこで与えられたテー

マは成体脳における海馬の神経細胞新生です。抗

うつ薬は 1960 年代に抗精神病作用を有するフェ

ノチアジン系の薬剤として開発される段階で偶然

に見つかった imipramine が最初になります。こ

の薬理活性を調べたところノルアドレナリンや

セロトニントランスポーターの阻害作用がある事

が判明し、以後、うつ病のモノアミン仮説が提唱

され、それをターゲットとした薬の開発が今でも

進んでいます。薬理学的にはシナプス間隙にモノ

アミンが増加するのは数時間です。一方、臨床効

果は早くても数週間かかり、そのタイムラグを埋

める仮説として出されたのが、先に述べた神経成

長因子（BDNF など）仮説です。この物質はシナ

プス数を増加、接着を増強し、そのために時間が

かかるというものです。さらに神経ネットワーク

そのものを変化させうるものとして海馬における

神経細胞新生が考えられました。海馬には成熟し

た脳においても神経幹細胞／神経前駆細胞が存在
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する希有な脳領域で、常に神経細胞を産生し、神

経ネットワークを変化させます。この細胞に対す

る抗うつ薬の効果・作用機序、神経幹細胞の分化

などを研究し、発表致しました。帰国後は現東京

医科大精神医学分野主任教授である井上 猛 先生

の気分障害グループに所属し、臨床、臨床・基礎

研究を行ってきました。研究面では後輩、他科の

医師などと連携しながら、神経細胞新生の基礎研

究、そして画像研究、遺伝子研究、運動療法など

の臨床研究にも幅広く取り組みました。また、山

口大学に赴任する 10 年前からは高齢化社会に沿

うように、以前には北海道大学精神医学教室のメ

インテーマでもあった認知症の領域を復活させ、

神経内科・脳神経外科・放射線医学・核医学とと

もに臨床を行ってきました。

　現在、私たちは山口大学大学院医学研究科にお

いては「高次脳機能病態学講座」、山口大学医学

部附属病院では「精神科神経科・心療内科」を担

当しています。通称では「山口大学医学部神経精

神医学教室」になります。当教室は昭和 22（1947）

年に初代 中村敬三 先生が京都大学より県立医専

に赴任されたことから始まります。診療設備の始

めは診察室だけでありましたが、昭和 30（1955）

年から昭和 37（1962）年にかけて閉鎖病棟、外

来診療棟、開放病棟が作られ、他科診療科とは別

棟のまとまったものでありました。今では外来診

察室は他科と同棟の外来診療棟 3 階にありますが、

病棟は別棟に 51 床（2 病棟 2 階が 26 床の開放病

棟、3 階が 25 床の閉鎖病棟）あります。天井も

低く古いため、昭和にタイムスリップしたような

感じですが、平成 31 年 6 月には現在建築中の新

病棟 7 階に 45 床（開放病床 19 床：4 病床 3 室、

1 床室 7 室、閉鎖病床 24 床：4 床室 4 室、1 床

室 8 室、保護室 2 室）中庭付きにリニューアルさ

れる予定です。中村先生は精神病理学がご専門で

あり、京都大学精神科の流れを汲み、ジャネの神

経症論などのフランス流の考えを取り入れられて

いたようです。また、後に岐阜大学教授となられ

る難波益之助 先生がミオクローヌスてんかんなど

生物学的な研究を推進され、そこから始まる「神

経班」が昭和 62（1987）年に神経内科を新設し、

平成 5（1993）年に講座化されていきました。昭

和 53（1978）年には山口大学出身の山田通夫 先

生が二代目の教授となられています。今でも講演

会などで度々お目にかかる機会があり、お話しさ

せてもらいます。この頃は時代の要請から治療対

象が内因性疾患からリエゾン精神医学、老年期認

知症、思春期精神医学、心身医学に広がっていき

ました。研究面では山田教授はアルツハイマー病

と老化を専門とし、アルツハイマー病での神経細

胞シナプスの神経病理学的研究、認知症スケール

の開発、認知症治療薬としてビタミン B12 の研究

などを指導されました。また、精神生理学的研究、

リンパ球による生化学的研究、性ホルモンの研究

など精力的になされました。平成 10（1998）年

より東京大学医学精神医学教室出身で埼玉医科大

学助教授であった渡邉義文 先生が第 3 代教授と

して着任されました。診療面では気分障害の治療

に重点をおかれ、地域医療としては県の精神科救

急システムを県立こころの医療センターとともに

確立しました。研究面では私が行ってきたものに

極めて近く、生化学的手法によりストレス脆弱性

の脳内メカニズムを探求され、臨床・基礎研究で

大きな功績を挙げられています。

　山口県に来て感じることは「地域医療」です。

山口県は東西に長く、交通事情が良くありません。

多くの患者さんが自分で自動車を運転して受診に

来ます（ご存知の通り向精神薬服用下での自動車

運転は注意喚起されていますし、認知症の方の運

転免許更新は法律規制が強まっていますので大き

な問題です）。地域におけるメンタルクリニック

が足りません。親しみもありましょうが、県民の

方々が山口大学医学部附属病院を「宇部市民病院」

と呼んでおり、一般的に言われている特定機能病

院とは趣を異にします。今後は県の保健行政と協

力しながら、県内の精神科医療の均てん化などを

進めていかなければならないと感じています。ま

た、当科は県内の総合病院で唯一閉鎖病棟を持っ

ており、身体疾患を抱えた精神疾患患者、特に摂

食障害患者さんが集まってきます。さらに、リ

エゾンや緩和ケアのニーズも高まってきているた

め、これらに対応する体制を作っていかなければ

なりません。
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　精神科医療は疾患を治すことから、患者さん

の満足度・幸福度を得る医療に広がってきていま

す。メンタルヘルス領域が増え、いわゆる健康な

方にまでニーズが増えてきています。これらに対

応するためには看護師、臨床心理士、作業療法士、

精神保健福祉士などとの連携がさらに求められま

す。医療は人間に対応するものなので、希薄で表

面的な知識が跋扈する現代では、医師を教え育む

「教育」が最も重要になってきています。「教育」

を基盤に最先端で未来志向の「臨床」「研究」を

行っていくのが当講座の目標です。山口県医師会

の諸先生におかれましては、いろいろご面倒、ご

協力頂くことも多いかと思います。今後ともご指

導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。



平成 30年 12月 山口県医師会報 第1900 号

1024

　平成 30 年（2018 年）4 月より第 7 次地域医

療計画を迎え、団塊の世代が後期高齢者となる

平成 37 年（2025 年）を見据えた地域医療構想、

すなわち地域における医療機関の調整会議での活

発な協議が進められている。第７次山口県保健医

療計画（第６章：医療提供体制の充実と地域医

療連携の推進）に記載のある通り、限られた医療

資源の中で適切な保健医療サービスを提供するた

め、地域の「一次医療」、「二次医療」、「三次医療」

の役割を分担し、「病院完結型」ではなく「地域

完結型」の効率的で質の高い医療が提供できる体

制整備の推進が求められており、地域の民間病院

においても同様に地域医療構想に沿った病床機能

への転換など、地域医療のニーズに対応するため

に連携・協力することが必要である。

　また、平成 30 年は診療報酬、介護報酬の同時

改定が行われ、介護保険事業、医療費適正化計画

など同時に動き出さなければならない状況下であ

るが、山口県は一人当たりの医療費額が全国第 2

位であり、慢性期、療養病床数も人口比で全国第

2 位となっており、地域医療の体制整備のため特

に大きな転換が必要な地域と考えられる。実際、

山口県地域医療構想にて算出されたデータでは、

将来必要な慢性期病床は現在の半分程度である

5,000 床とされた。この将来削減が必要とされる

5,000 床に相当する医療需要を担うのは在宅医療

であり、地域における在宅医療の充実・強化が求

められるところである。また、本年度より院内施

設の介護医療院が新設されており、在宅復帰が困

難で医療必要度の低い患者は介護医療院への転換

が進むこととなるであろう。

　さて、下関市内で運営している自院においても

全病床の約半数が慢性期療養病床であり、将来の

地域人口構造の変化に伴い、2025 年にどれだけ

の医療需要があるのかを検討し、病床の転換を考

える時期に直面しているが、慢性期病床をどう転

換するかを考える際、どうしても急性期病院の病

床転換などの動きが大きく作用する。下関では大

きく 4 つの公的病院があるが、地域医療構想に

て算出されたデータでは、将来必要な急性期病床

数は 1,000 床となり、効率のよい医療体制のた

め 500 床の 2 病院に統合する方向で動き出すこ

ととなった。しかしながら４つの公的病院の経営

基盤がそれぞれ異なるため、現在では統合が進ん

でおらず容易い話ではなくなってきている状況で

ある。このような状況の中、4 つのうち 3 病院で

は統合まで病院経営をする上で、病床稼働が芳し

くない一部急性期病床の回復期病床への転換して

いる。今まで地域の慢性期病院は急性期病院から

の紹介患者が大多数を占めていたが、ここ数年で

は紹介患者は激減しており、これまでの慢性期病

院の他力本願的な考え方では入院患者の確保は困

難となってきている。慢性期病院は独自で一部の

高齢者の救急患者の受け入れを行う機能が必須と

なり、同時に慢性期病床の転換についても考えな

ければならない。この現状が継続すると市内の急

性期、回復期、慢性期それぞれでの患者の奪い合

いが起こり、健全な病院運営がなされなくなる可

能性があると危惧している。

　また、前述したように、病床の転換（削減）を

進める上で在宅医療の充実・強化は重要である。

今後は、公的病院はもちろん民間病院による在

今月の視点

民間の慢性期病院における悩み

理事　吉水　一郎



平成 30年 12月 山口県医師会報 第1900 号

1025

宅療養支援診療所、介護施設、介護事業所等の

患者へのバックアップ体制強化がさらに必要とな

る。地域全体として相互に協力・連携を強め、高

齢化に伴う医療ニーズに対応していくことが重

要であり、自院においてもその役割を担ってい

きたいと考える。また、さらに、地域の民間病

院の役割として、日本版 CCRC（Continuing Care 

Retirement Community：継続したケアを提供す

る高齢者コミュニティ）を意識した医療型のまち

づくりを考えることも必要である。この CCRC と

は高齢者が最後まで安心して生活を送れる場のこ

とで、高齢者の介護の担い手であった女性の社会

進出、また、超高齢化に伴う医療・介護資源の不

足などの問題がある中、米国では 19 世紀から現

在まで増加してきている。日本においても、リタ

イア後、まだ元気なうちに地方に入居（移住）し、

移住地での社会交流や地域交流を通して豊かな健

康寿命の延伸を目指し、その後、要介護状態になっ

ても同じ場所で継続的に医療・介護を受けられる

ように多面的に整備された場所、つまり CCRC が

必要とされており、高齢者の複合型施設を整備し

ていく中で郊外の民間病院が担える役割は大きい

と考える。

　最後に、第 7 次医療計画で示される 5 疾病 5

事業の医療機能と地域医療構想での医療機能の整

合性をどのようにするか、現在、調整会議では医

療現場が混乱を来さないように慎重に協議を進め

ている。大学・急性期病院、そしてこれまで地域

医療を支えてきた地域密着型の中小病院の声が聞

き入れられる議論を進めていただきたい。
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司会　定刻になりましたので、ただ今から恒例の

歳末放談会を始めたいと思います。はじめに河村

会長にご挨拶をいただきたいと思います。

河村会長　本日はお忙しい中、お集まりいただき

まして、どうもありがとうございます。これが始

まると、本当に年末という感じがしまして、自分

の体内時計では “いよいよ忘年会のシーズンか”

という切り替えが始まるところであります。本日

は、今年のいろいろな記憶をたどりながら、来年

に向けての抱負までいくかどうか分かりませんけ

れども、反省といろいろな意味での記憶を呼び戻

してみたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

　

東京医科大学入学試験 女子受験者の点数一律減点
司会　ありがとうございました。それでは早速、

放談会に入らせていただきたいと思います。今年、

いろいろなことがありましたけれども、一つは本

庶先生のノーベル賞です。次に文部科学省の汚職

から始まって、分かってしまった東京医大の不正

入試問題。それから、今年の夏の猛暑に代表され

る、いわゆる異常気象。最後に、2 年後に迫って

きたオリンピックについてもお話しいただければ

と思います。

　最初に、医師会ですから

不正入試の話題からまいりま

しょう。この度、東京医科大

学の新しい学長が会見で、前

回と前々回の受験者のうち、

合格ラインを超えていた百十

数人を追加で入学させたい、

だけど実際に入学できるのは

六十数人しかないと説明しました。こういった

ことが起こったことと、その後の対応などについ

ての率直な感想をお聞かせいただいたらと思いま

す。

◆　僕が大学に入学したのがちょうど 15 年前ぐ

らいですけれども、自分の母校は、比較的女子学

生が多くて、だいたい 6 対 4 ぐらいの割合でした。

その当時でもやはり、ほかの学校に比べると、少

し女性が多いという印象はありました。入学した

時にも学校側から「女性のほうが優秀だったりす

るんだよ。うちは、分け隔てなく取るようにして

いるんだよ」という言葉を冗談めかして聞かされ

たこともあります。そのため、このような男女の

差別といったものはあったのかなと思っていまし

た。

　あともう一つ、僕はちょっと寄り道をして、浪

人を経験したことがあります。予備校に通ってい

た時に、多浪生の人たちは、何浪までには必ず合

格しないといけないというのは、皆さん常識で

思っていらっしゃって、それを超えた人は、なか

なか大変そうな感じで勉強されていました。あら

ためて明るみになったけれども、当時からその状

況が分かっている人はたくさんいたのではないか

と思います。

2018 年の出来事

と　き　  平成 30 年 11 月 8 日（木）16：00 ～ 17：52
ところ　　山口県医師会 5 階役員会議室

 歳 末 放  談  会
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◆　私が学生の頃は、医学部の定員は 120 人で

同学年の女性は 6 人でした。付属病院には卒業

生の女性医師もたくさんおられましたけれども、

他大学からの方も多かったように思うし、それか

ら、現在もそうであるのか知りませんけれども、

眼科、皮膚科、小児科といった科に女性医師が多

かったような印象があります。やはり 3K 仕事の

外科とかそういうところでは、女性医師はあまり

見なかったという状況でした。最近はどうなって

いるのかな？と思うのですが。

◆　医学部入試での女性や多浪への差別は、医療

関係者には何となく暗黙の了解で、「そうだった

のか」という驚きは、あまりなかったと思います。

では、なぜ医療人のスタートでそういう不正があ

るにもかかわらず、知っていたけれど放置してい

たのかという、その歴史、背景がどうだったのか

知りたい。そこからまず話してみたらどうかと思

います。不正入試がいいか悪いかといったら、誰

もが「悪い」と言いますけれども、では、なぜそ

れが今まで放置されていたか、それなりの根拠が

あるのでしょう。やはり、ここは外科ではないで

しょうか。

◆　最近は、結構、外科を選択される女性もいらっ

しゃって、うちの科も何人かいますけれども、ど

うしても妊娠・出産とかになると難しい局面も出

てきますので、そのあたりがネックかなあと思い

ます。でも、医者になってから、だいたい働く期

間というのは 50 年ぐらいありますので、せいぜ

い 5 年間、10 年間を凌げば、十分、女性医師と

して活躍できる場がありますので、むしろ働く環

境を変えていかなくてはならないのだと思ってい

ます。

　今ちょうど働き方改革が言われていますけれど

も、勤務医は無理している面もあり、外科なんか

結構きつい面もありますが、凄くやりがいもあっ

て、うちの病院に研修に来た人が、消化器内科を

希望していたけれども、外科は面白いといって、

外科のほうに専攻を替えたという人もいます。や

りがいを打ち出せれば、女性も選択すると思うし、

結婚・出産で外科を辞めなくてはいけないという

環境は、これからは変えていくべきだと思ってい

ます。

◆　はっきり言うと私立の医学部の受験生は、こ

の大学は明らかに多浪生を取らないとか女性が不

利とかは、みんな知っています。私も子どもの受

験で予備校の資料を見せてもらったことがありま

すが、明らかに傾向がありました。それは暗黙の

了解で、それに合わせて受験すればいいのであっ

て、ここまで騒ぐことかなと思いました。そのこ

とを入試要項に入れておけば、ここまでの騒動に

はならなかったのではないでしょうか。

　やはり多浪生というのは、国家試験の合格率も

悪いというのは傾向としては出ていますので、私

立医学部としては、国家試験の合格率を上げたい

という思惑からこういうことになったのだと思い

ます。

　性別に関する問題は、言い換えれば、働き方改

革の問題であって、科の特性にもよりますけれど

も、女性医師も結構バイタリティーがあって、男

性医師と遜色ない働きをされていますし、むしろ

男性医師よりも優秀な女性医師も知っています。

私の科で言えば、半分以上は女性ですし、男性医

師よりも女性医師のほうが患者さんには人気があ
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るので、私は逆に男性医師のほうが、ちょっと差

別されているかなと思っています。先程言われた

ように、もう今の時代、入学生の 4 割近くは女

性ですから、どの科でも受け入れていかないと、

この先、医師不足に直面してくると考えていま

す。

◆　OECD の 2011 年の統計で、日本は女性医

師の割合が 18.3％、高いところでスロベニアは

七十何％あり、2 位のポーランドでも 50％を超

えています。30 ～ 40 代ぐらいまでの女性医師

の就業率が下がり、その後また男性と同じになる

ということがわかっていますが、この間の働き方

やサポートをどのようにするかで、だいぶ変わっ

てくるのではないかと思います。

　現在、女子学生の割合が 4 割といわれていま

すけど、女性医師がもっといろいろな科で働ける

ような環境を整備してこなかったツケが回ってき

ていると思います。

◆　先程おっしゃったとおり、やっと暴露されて

きたのだなという印象です。ただ、医療に限らず、

女性の就労は増えてきて、女性の就労率が出産や

育児期に下がる、いわゆる “Ｍ字カーブ” につい

ては、他の職種より医師はＭ字カーブの底は低く

なく、出産・育児期の就労率は高いです。しかし、

医師の働き方改革のなかでも問題になっているよ

うに、このままの働き方だと医療現場は危機的な

状況と思います。子育てに関しては、個人の価値

観をある程度重んじる働き方ができることが大切

だと思います。男性の育児休暇も然りですが、こ

れを言うと、「医療界で今、どこでそんなことが

できるのだ」という話になります。ただ、どうに

か工夫してでも、それをやっていかない限り、医

療界全部がつぶれてしまうと思います。働き方改

革の中で、きっと少しずつやっていくのでしょう

が、非常に結論は難しそうですね。医師と宗教家

と弁護士は、聖の職業、profession っていうので

すか、そういう職業に携わる労働者である医師が

どのように働くかが、医師の働き方改革のポイン

トのように言われますが ･･･。

◆　今の若い人の感覚って、僕たちの頃とはだい

ぶ変わっているように思います。昨日、ちょうど

病院懇談会があって、そこの若い男性のドクター

が、子どもの送り迎えをしていると言っていまし

た。

◆　医師に限らず、若い世代の男性たちは子ども

と過ごしながら、その成長を見たいという考えは

強くなっています。

◆　やはり受験というのは公平性が一番大事だろ

うと思うんですけれども、今回の東京医大の問題

で一番残念に思ったのは、それが見事に覆された

ということです。特に、東京医大なんかは、4 浪

以上と女子受験生には、下駄を履かせないルール

みたいなものがあったみたいなんですね。そうす

ると、せっかく夢を持って受験に来た受験生がか

わいそうな気がいたします。

　地方の大学の医学部の教授が言っていたので

すが、やはり今は女子が多いそうです。優秀な人

もいらっしゃるから。男子の医大生は、卒業した

らほとんどが関西方面へ帰っていくそうなんです

ね。残るのは地元の男性と女性の医師で、教授に

言わせると、やはり戦力的に不足するから、誰で

もいいから来てもらえないだろうかというような

ことを言っていました。やはり地方と都会とでは、

だいぶ違うかなという感じがします。

　ある月刊誌に、女性と男性の医師の働き具合に

関する記事が出ていまして、女性医師が受け持っ

た入院患者さんのほうが早く退院されて、しかも

再入院の率が、男性に比べたらはるかに低く、そ

れだけ女性は優れているという記事が出ていまし

た。やはりこれから先、女性が大きい役割を持っ

ているわけですから、男女ともに十分働きやすい

場面をつくってもらうのが一番いいかなと思いま

す。

◆　以前、懇親会の席で、ある私立医大の入試係

をされていた先生に、入試に関するお話を伺った

ことがあります。もう 10 数年前なので、現在と

は変わっていると思われますが、「入試は一般的

に女子の方が点数が良い。合格者は入試点数、内
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申書、面接等で決める。浪人の場

合は、在学時より、学力が伸びて

いると考えている。また、定員の

2 倍程度までは点数が接近してお

り、学力はほぼ同等と考えている。

差が出ているのは入試問題の影

響が大きい。合格者のうち、約 2

割程度の入学辞退者が出るが、お

そらく他の国公立大学へ進学する

のだろう。入学辞退者の中には、比較的、女子が

多いように思う。男女、浪人に差をつけているわ

けではないが、毎年、同様な結果となる。今、不

正入試が言われているが、学力が不足した学生を

入学させると、学業についていけなくなり、留年、

退学となって大学側も困るし、一番困るのは入学

した学生である」という内容の話であったと記憶

しております。

◆　先日、優秀な女子は医学部に行き、優秀な男

子は東大に行くという記事を読みました。日本の

社会が、女性が働くシステムをうまく作れていな

いから、女性が東大を卒業して普通の企業に就職

しても、うまく自分の能力が発揮できない、そう

いうポストが与えられない。それが、医師であれ

ば、それなりに働く場所が与えられて、社会的な

評価がもらえ、収入もある程度よい。これは日本

の社会の問題だというような記事です。日本社会

の問題と医師の働き方の問題という、二つが絡ん

でいると思います。

　

◆　医師の働き方の議論の中では、労働者として

の労働時間の切り口が目に付きます。この流れだ

と、現実には、労働時間を厳守すれば医師がより

多く要りますが、その確保は困難で、結局、地域

医療サービスは低下していくことになります。労

働時間だけで切るのは非常に危険です。だから、

医師という職業に関して、いったい何が必要かと

いうことを、やはり基本的にきちんと議論してい

くべきです。

　もう一度、入試問題に戻りますが、入試は平等

であるべきだと思います。国家試験の合格者を多

く出すために姑息なことをするという話は別とし

ても、やはり私立大学には、やはり建学の精神が

あるので、その精神に則って、堂々と書くのなら

ば、受ける側がセレクトするという方法があるの

ではないかと思います。

　女性が排除される理由はやはり、若い女性たち

が働けない、仕事を継続しないで辞めちゃったり

休んだりするから、こんな人たちは使いものにな

らないから男がいいやって思っている今の社会を

少しずつ変えていかなければどうしようもないで

す。角を曲がったら景色が変わるぐらいの変化は、

これから起こってくるのだろうなとも思います。

◆　今言われたように、私立大学の入学選抜に

は独自性が当然、認められるべきなのですが、そ

の独自性はやはり基準を社会に公表できることで

ないと駄目だと思います。そうしないと社会に受

け入れられない結果となります。それで今、不安

に思っているのが、国立の大学入試なんです。試

験の点数で純粋に選抜されていると思っていまし

た。しかし、振り返ってみると、中学校のクラ

スでは女子が少し多かったのに、高校では男子 8

クラス、女子 4 クラス。大学では男子 9 割、女

子 1 割になっていました。この結果は選抜に問

題があったのではと傷ついてます。女子が 4 割

削減された結果、僕が入学できたのではないかと

心配になります。

◆　昔は、医学部志望の女性ってずいぶん少な

かった。私の入試の時も、周りにあまり女性はい

ませんでした。某大学は、女性が一時期半数を超

えたというので、女性がどっちかといえば得意で

はない数学と物理の点数の比率を上げたという話

は聞いたことがあります。
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◆　選択できるものを指定にしたとか、あるいは、

内容を難しくした。

◆　そういう話みたいです。だから、それで加減

をしたみたいです。東京医大の話でも、例えば、

入試要項に定員「男性 70 名、女性 30 名」とか、「卒

業生の子弟は優遇します」って初めから出してお

けば良いんじゃないかと思います。女子医大とか

は女性 100％ですからね。

◆ そのような私大への補助金には、私の納めた

税金は入れてほしくないですね。

◆　女子医大にも、男性の税金は入っているわけ

です。私学ですから、本学はこういう方針である

とあらかじめ言っておけばいいのだろうと思いま

す。

◆　言うことが社会通念上認められるかどうかで

しょう。

◆　そうそう、そこです。

◆　今、大学の 4 年生に 1 時間だけ講義させて

もらっているんですが男子学生に、女性医師をサ

ポートできるような男性医師になりなさいという

ように言っています。

　僕は 6 年間、ずっと保育園の送り迎えをしま

した。同じ大学病院なんですが家内と違う病院で、

僕のほうにしか保育園がなかったんです。ですか

らもう、仕方がなかったです。

　もっと大変だったのは、アメリカから帰ったと

きに、すぐに保育園に入れるわけではないんです

ね。子どもは 3 か月だったんですが、家内が「明

日から仕事です」って言って先に病院に行ってし

まって、僕はまだ医局にも行っていないので「え

えっ」て感じでした。で、1 か月間、公園デビュー

とか、いろいろ育児をやりましたけれども、あの

1 か月は、ちょっと辛かったです。家にずっとい

るというのは、やはり医者にとっては辛いですね。

　1 か月ぐらいして、やっと保育園からオーケー

が出たんですが、これがまた、慣らし保育といっ

て、丸々最初から 1 日預けられるわけではなくて、

1 時間とか 2 時間の保育から始まるんです。それ

が 1 ～ 2 週間ありました。だから、すぐに働け

るわけではないので、やはり、そういうところの

協力というのは、こういう時代にもなってきてい

るので、頭を切り替えなくてはいけないかなと思

います。

　最近は、もう一回、切り替えなくちゃいけない。

昔は、男性が定年間際になると熟年離婚というの

があって、女性のほうが「お父さん、もう私を自

由にしてください」って切り出したものですが、

最近は、男性のほうが55歳ぐらいになったら、「も

う育児と食事を作るのに疲れました。離婚してく

ださい」って。それぐらい変わってきています。

司会　女性の医師に働いてもらうためには、男性

医師が働く量を減らして、違うことで働かなけれ

ばいけないということですか。

◆　いや、そうではないんですけどね。今はサ

ポーターとかありますけど、そういうものはなく

て、個人にお願いして、30 分で 500 円でみても

らっていたんですが、2 人子どもがいると 30 分

で 1,000 円なんです。

◆　1 時間で 2,000 円ですか。

◆　そうです。僕らは、ちょうどその頃が研究で

も一番忙しい頃で、夜 10 時ぐらいまで二次預か

り等にお願いしていました。そうすると、もう、

1 日で 5,000 円ぐらいなくなるんです。だから、

多分 2 ～ 3 年ぐらいは片方の給料は全部なくなっ

ていました。でも、そういう時期があって今があ

るんだと思えば、大抵のことは何とか切り抜けら

れるんじゃないかなと思います。

◆　知っている方の優秀な娘さんが医学部に入ら

れたんだけど、その方曰く「医者と結婚させるた

めに医学部に入れた」と。そういう方もいらっしゃ

る。

◆　あるんですよね、そういうの。もっとひどい
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のは、入学した 1 年目で、入ってすぐですよ。「こ

れで嫁入り道具ができた」って言う女子医学生が

たくさんいるんです。面接ではいいことを言いま

すから、なかなかそこまで見えないですよね。

◆　ステータスの一つにしていますもんね、今。

◆　月刊誌を読んだのですが、東京医大で、事

務次官の息子さんも入ったんだけれども、成績で

言ったら、一次で 1,000 番か 2,000 番台ぐらい

だったのが、下駄を履かせてもらって 100 番以

内の合格ラインに入ったと出ていましたね。そう

いうのを聞くと、もう本当にがっかりしちゃうん

ですが。

　大学の友人で、京大を 1 点差で落ちた人がい

るんです。彼はやっぱり優秀で、別の大学に 1

番で入って、1 番で出ていったんですけれども、

そういうように、京大などは、入学試験の成績を

ちゃんと教えてくれるんですね。だから、公平を

保つのであれば、そういうものをどんどん公開し

ていただければ本人も納得するし、勉強もするん

じゃないかなと思いますけれども。

◆　例えば、ここに医学部の入試委員会があっ

たら、ほぼ全員、男性だと思います。客観的に見

て、男が 10 人集まって「女は使えない」という

理屈は、世間一般では全く通らないです。男 5 人、

女 5 人で「ドクターとして女性はふさわしくない」

と言うならまだしもです。今は、既得権の譲り渡

しみたいに、男が集まって「女は駄目だ」と言っ

たって説得力がないです。医療界以外の分野では、

その認識はできているのに、医療界が一番遅れて

いる。世の中に通らないことは、絶対通らないの

です。そういう意味では、この東京医大の不正入

試問題は医療界のパラダイムシフトを起こすので

はないでしょうか。だって、特定の科への志望者

の減少は、女子医学生の増加のみが原因ではなく、

「今の働き方じゃ、やっていけないよ」といって、

若い男の子が入らないわけですから。

　言うなれば、ずっと伝統工芸でやっていた企

業に若い人材が集まらず、継続が危ぶまれている

とき、従来の体制に固執して続けていくんじゃな

くて、大きく態勢を変換しようとするいいチャン

スなんじゃないかなと思います。若い女性が入ら

ないだけじゃなくて、若い男性にも選ばれないな

ら、じゃあ、私たち以上の世代が変わるしかない

じゃないですか。それを、「女は妊娠するから」「当

直できないから」と旧態依然の考え方。「じゃあ、

女から産まれない男はいるのか」って言いたくな

ります。本当に今が変革のチャンスだと思います。

　そういうふうに、過去の成功体験で語るのでは

なくて、これから生き残るためには、ある程度、

構成員の総入れ替えもやむを得ないのでは。今

回の東京医大入試の不正な操作は、2 学年で 100

人に及ぶそうで、もう現役と 1 浪の男の子は、

かなりの割合で下駄を履いているのでしょうね。

5 人、10 人じゃない、100 人ですから、2 学年

で。

◆　最初からそうしているでしょう。1 浪までは、

10 点か 20 点あるでしょう。

◆　だから、先程の話じゃないけど、1 点差、2

点差でも何百人いるのに、10 点だと千単位のオー

ダーで順位が変わるでしょうね。

◆　せっかく、私大での難関校である東京医大に

合格して、誇らしげな気持ちになっていた男の子

たちも、気の毒ですよね。

◆　東京の私大って、受験人数が凄く多いですか

らね。実際、1 点の中に 100 人くらいいるんで

すよ。だから10点履かせたら、かなり有利ですね。

◆　ごぼう抜きですよね。

◆　今まで医師のボランティア精神に頼って医療

をやってきたものが、だんだんできなくなってき

た。同じ人の命を預かる飛行機のパイロットは必

ず 2 人で操縦します。連続勤務時間は 8 時間ま

でだから、8 時間を超えるフライトには、操縦士

が 3 人以上必要になります。連続の勤務時間が 8

時間を超えないようにローテーションを組む。そ

して終わったあとはちゃんと休みを与える。
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　もちろん、24 時間前から飲酒をするなとか、

いろいろな制限はありますけれども、パイロット

は法令で守られていると思います。医師は、そう

いうものであまり守られていない。医師の働き方

の改革を始めるのに、「当直のあとは必ず休みを

与えなさい」は良いと思います。病院での勤務医

の疲弊が問題になっていますから、そこから始め

たら良いのではないかと思います。

◆　今、働き方改革の話が出ましたけど、患者

さんのほうにも考えてもらわないといけない面が

あります。例えば、手術の説明をするのに、平日

は来られないから土日にしてくれとか夜遅くにし

てくれとかいう要望がありますが、そういった患

者さんの要望に応え、救急の患者も全部受け入れ

るとなると、とても対応できないことになってき

ます。だから、国民にも、ちゃんと説明していか

ないと成り立たないですね。

　本当に今、救急を担う若いドクターが少なくて、

消防あるいは行政に、不要不急の救急はなるべく

受けないように、救急車を呼ばないようにという

ことを言い続け、かなり救急を呼ぶ率は減ってき

ていて、だいたい 40％を切るぐらいになってき

ました。だから、国民に説明することが、多分、

一番必要なのではないかと思っています。

本庶 佑 先生  ノーベル医学・生理学賞受賞
司会　次に本庶先生のノーベル賞の話題に移りた

いと思います。私が医師になった頃にも免疫療法

がありましたけれども、効いたと思った方は、い

なかったという印象です。その頃は、免疫能を上

げることで癌を抑えるという、漠然とした話でし

た。本庶先生の研究は、PD-1 という免疫チェッ

クポイントの阻害剤で、このシグナル

を抑えることで T cell が標的となる細

胞を攻撃するという、理論的な裏付け

がありノーベル賞につながったという

ことです。これまでの私たちの免疫療

法に対する見方を変えてくれた業績だ

と思います。

◆　11 月 1 日に、日本医師会で「いい医療の日」

記念式典というのがあって、そのときに、日本医

師会に功労があった人が表彰されるんですが、そ

の中に本庶先生が入っておられまして、本庶先生

は、いつノーベル賞を受賞するか分からないか

らということで、この 4 ～ 5 年は、10、11、12

月は講演をずっと断られていて、それぐらいの心

構えでおられたようです。京都大学で、iPS の山

中先生は本庶先生と廊下で出会えば、“気をつけ、

礼”。そんな感じらしいです。

　私は、今度、大学 4 年生に講義する予定なん

ですけれども、日本医師会長の横倉先生の写真を

出し、それから次に山中先生の写真を出し、最後

に本庶先生の写真を出して、「この共通点は何で

しょうか」「日本医師会員です」って、それだけ

言おうと思っています。

　表彰式の後に、いろいろな講演があったんです

けれども、やはり本庶先生の話は分かりやすかっ

たです。皆さん聞きたかったんでしょうね。終わっ

てから拍手がずっと鳴りやまなかったですね。そ

れぐらい、やはり重みのある発言をされる方だ

と思います。趣味では、皆さんご存じのようにゴ

ルフ。それから、赤ワインに凄く見識が深いみた

いで、本庶先生が日本医師会にノーベル賞のお祝

いであげたのは、かなりの赤ワインというように

伺っております。

◆　オプジーボは肺癌や腎細胞癌に非常に効果が

あるけれど、有効な癌は 15% で実際に効果があ

るのは 8% ぐらいと聞いています。高額医療であ

り、すべての癌に使うわけにはいかない。本庶先

生の今後の研究目的はオプジーボ使用前に、この

症例には有効かどうかをチェックできるようにす
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ることだと聞いてます。それができないとコスト

で医療全体に歪みが生じます。

◆　言われていました。なぜ、この症例にはオプ

ジーボが効くのに、こっちはどうして効かないの

か、その区別を今からちゃんと立てなくちゃいけ

ない。それから、半年ぐらい投与して止めても、

効果が何年も続くということを言われていまし

た。そういうデータがそろそろ出てきたのだと思

います。

◆　実際、使う前に、PD-L1 の陽性かどうかと

いうことはチェックされていますが、それで陽性

であったとして使っても、必ずしも全部効くわけ

じゃないんですよね。だから、もっと精度を上げ

ないと、本当に効く人と効かない人の棲み分けは

できないと思います。

　よく効くだろうと思って使っても、2 割、3 割

の人にしか効かなくて、やっぱり全部には効かな

いですね。抗がん剤なんかも、かなり効くのは、

奏効率が 50％ぐらいあると、手術する前に投与

して、手術で完全に取りきれる可能性が出てくる

ので、もっと精度が上がらないと、本当の意味で

の適応症例というふうにはならないと思っていま

す。

　イレッサも、やみくもに使っても副作用ばかり

で駄目だったが、あれも EGFR が陽性だったら約

70％が効きます。だから、肺がんの治療もずい

ぶん変わりました。精度を上げるというのは非常

に大事なことだと思います。

◆　変わってくるといいながら、私は、まだ丸山

ワクチンを使っているんです。これは、自分が使

いたいわけじゃないですよ。患者さんが、これを

使ってほしいって言ってくるから。自分の疾患に

対して、藁にもすがる気持ちっていうんですか、

やっぱりあると思います。

◆　“藁にもすがる” で思い出しましたが、時代

劇で「朝鮮人参が買えたら、おふくろを死なせず

にすんだ」と言う台詞がありますが、あれはけし

からんと思います。あんなものでは助かりません。

高いお金を払って、藁をつかんで沈んでいるので

す。オプジーボもそうならないようにしてもらい

たいものです。藁にしたら高すぎます。

司会　ニボルマブを実際使われた方っておられま

すか。やはり 2 ～ 3 割にしか効かないものですか。

◆　まあ、そんな感じがしますね。全く効かない

かどうかという判断は難しいです。だんだん悪く

なっていくのですが、その間に、多少効いていた

時期があるから実際には分からないです。

　よく効いている人は、もう半年近く使っていて

コントロールされている人もいらっしゃいます。

だから、適応をきちんと選べば、いい人もいると

いうのは確かだと思います。値段のほうも、かな

り下がって、最初は 1 瓶 72 万円だったけれども、

今はもう、かなり下がっていて、20 万円弱になっ

ています。そのくらいの値段の薬って、抗がん剤

ではいっぱいあります。だから、医療費がかかっ

て大変ですが、ほとんどの高額な抗がん剤は輸入

されています。その中で国産の小野薬品が頑張っ

ているので、応援したい気持ちもあります。

　本庶先生の談話で印象が強いのが、ネイチャー

とかサイエンスの内容の 9 割は嘘だと。あれは

また凄い話で、僕は、ネイチャーとかサイエンス

だったら、ほとんど信用しますが。

◆　値段の決め方ですが、症例が少ないと高額な

薬価が申請できます。年間に 500 人しか症例が

ないと、一人 3,000 万円でも医療費は大丈夫だ

ろうと予想できます。しかし実際に 3 万人とか

になると医療費の破綻が問題になってきます。

◆　本庶先生も山中先生もそうですけれども、研

究の発端になった時期というのは、やはりバブル

期なんですね。バブル期に研究費がいっぱい出て

いたから、それがいい方向に行ったんじゃないで

しょうか。よく言われていますが、医学部に限ら

ず、研究費が 3 分の 1 ぐらいに減っているんじゃ

ないかなと思います。ですから、これからの日本

では、医療も含めて本庶先生とか山中先生のよう

な人は、なかなか出にくいかもしれない。
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司会　そのことに関して、ニュートリノ振動の発

見でノーベル賞を受賞された梶田先生が、科研費

が減って競争的な研究費ばかりになってしまった

ために、若い研究者のポストがなくなり研究者が

育たないという状況になっていて、非常に危機的

な状況であるというようなことを朝日新聞に書い

ておられました。皆さま、どのように思われます

か。

◆　これがまさに事実であるという感じです。山

口大学も、いわゆる運営費交付金の額はどんどん

落ちて、若い先生を十分に雇用できない状況です。

山口大学に限らず、多くの国立大学では深刻な問

題です。ある程度十分な運営費交付金がない限り、

安心して研究することは、まず基本的に無理です。

ただ、今までこれに頼りすぎていて、大学自身が

努力してこなかった部分も大きいと言われていま

す。これからは産官学で、親方日の丸のような連

携ではなく、フラットな連携が大切と思います。

寄附金も有力な財源ですが、現状として、寄付と

いう手法は文化的にも仕組み的にも、今の日本の

大学には、かなりハードルが高いという状況と思

います。

◆　国が大学への運営交付金や科研費を削減する

一方、防衛省が大学に研究費を支給する制度は拡

大されています。軍事組織が支給する研究費に手

を出さざるを得ないように追い込んでいるわけで

す。

◆　基礎はラボを作るのが大変です。お金もかか

るし、人も要ります。世界水準のラボができない

から留学になるのです。臨床応用は予算がゼロで

も世界水準のデータを得ることはできます。ラボ

の予算がつかないと、それはもう留学しかないの

です。中国人は留学してロケット工学を専攻し、

帰国したら中国でロケット工学をやり、アメリカ

に勝つことを目標にしています。日本人で帰国し

て日本のためにやると言う人がどのくらい居るか

が問題です。本庶先生は、大学からの勧めで行っ

てこいと。

◆　医学部に限らず、若い研究者が、任期ありの

2 ～ 3 年の雇用をされ、次の就職を見つけていか

ざるを得なくなっていて、そういう渡りをしてい

くから、どうしても基本的な分野の成果が上がり

にくいというのが、今、日本の大学の非常にまず

いところの一つと思います。

◆　研究者の生産性を測るのは、論文の数なのか、

あるいは論文の質なのか。引用される文献の数が、

大きく減少していますから、質の高い基礎的な研

究がやれなくなっているという状況だろうと思い

ます。基礎的な研究を底上げするには、官僚任せ

では駄目だと思います。

◆　基礎研究をもっとやれるようにしないと、日

本の大学はどんどん沈んでいくのではないかと私

は思います。文部科学省に期待できるのか？ 

◆　文部科学省というよりも財務省。

◆　宇部高校の本庶先生の同級生なんかは共有の

時間と場所を持てたというのは、本当に幸せだな

あと思っています。高校の友人が今、ある県の知

事をしているんですけれども、僕らはいつも彼を

見ていて、秀才の彼があれだけ勉強するんだから、

こちらはもっともっと頑張らんにゃいかんという

精神でやってきました。非常に張り合いができま

すし、僕らのクラスの中でも、彼は希望の星だと

いうことになっているんですね。そういう面で、

宇部高の生徒の皆さんは、本当に幸せだなあと思

うんです。

◆　来年、山口県医師会の県民公開講座に来てく

ださいませんかね。

◆　宇部 72 カントリークラブでゴルフをセッ

ティングしたら案外、来てくれるかもしれません

ね。ノーベル賞の受賞記者会見で、エージシュー

トをしたいって言われていましたからね。

◆　それが一番、近道かもしれない。
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異常気象
司会　次に 2018 年というと、やはり暑かった夏

でしょうか。気象庁の報道発表では、2018 年夏

の天候の特徴として、①東・西日本は記録的な高

温となった、②北日本と西日本太平洋側及び沖縄・

奄美は降水量がかなり多かった、③平成 30 年 7

月豪雨など各地で大雨が発生した、ということが

挙げられています。

　また、世界気象機関が出したものによると、「世

界各地で記録的な猛暑が広がっており、北極圏で

は 30 度、米国では 50 度を超えた。西日本を襲っ

た豪雨災害を含め、世界気象機関は、一連の異常

気象は温暖化ガスの増加による長期的な地球温暖

化の傾向と関係している」と分析したそうで、科

学界でそのように言われているそうです。

　なぜこんなに暑くなるか、昔、われわれが子

どもの頃はここまで暑くなかったと思います。や

はり二酸化炭素などの増加によるのだと思います

が、この先、異常気象にどう対処すればいいので

しょうか。

◆　異常気象もそうですが、最近、地震が多いで

すよね。それを考えると、僕は日本で原発を動か

すということ自体、凄く危ないと思うんですけど。

◆　100％賛成です。先日、九州電力が太陽光発

電からの電力を受け入れない出力制御ということ

がありましたが、それは違うのではないかと思い

ます。太陽光発電や風力発電などは、天候に左右

されて発電量が一定していないからという説明で

すが、その発電量を安定させる蓄電池などの装置

の開発にお金を使った方がいいと思います。高レ

ベル放射線廃棄物の処理や廃炉までいくらかかる

か分からないような原子炉に、いつまでお金をつ

ぎ込むのか。

◆　「北海道でブラックアウトに

なったのは、原発を抑制したおか

げだ」みたいな論評が最近、堂々と

出てきています。「何も考えないで

原発反対と言うからこうなっただろ

う。これで、どれだけ北海道が損害

を受けたのかわかっているのか」みたいな意見で

すね。私、よく分からないのですが、原発の発電

コストは凄く安いと言われていますが、でも、そ

れに行くまでに行政は結構、発電所ある地域に多

額の税金を投入していますよね。地域懐柔費用、

廃炉費用を計上しても、原発というのは経済的な

のかなあと思うんですけれども。

◆　一度作ったら、使えなくなるまでは使おうっ

ていうことで、廃炉の費用とかは考えていないと

思いますよ。今困っていることを、とにかく考え

る、そのあとのことは、またその時に考えたらい

いというのが人の考えですからね。だから今は、

電気がとにかく要るから、安くていいのを作って、

廃炉とか放射性廃棄物をどうするかというのは、

100 年後に人間が考えますよというのが現実じゃ

ないですかね。

◆　高レベル放射線廃棄物処理場をつくるのに莫

大な費用がかかる、原子力発電の単価に、廃炉の

費用は入っていないと思います。福島第一原発み

たいなことが起こると、いつ廃炉にできるのかも

分からないし、いくら金がかかるのかも分からな

いという状況です。ドイツは非常に賢い選択をし

たんじゃないかなと私は思います。

　日本は原発事故後、何をしてきたかというと、

石炭の火力発電所を増やしてきました。石炭を燃

やせば、CO2 排出が増える。

◆　分かっていてやっていることじゃないですか

ね。たばこ産業を止められないのと一緒で、すべ

て計算済みのずるさが、何となく見えてきます。

個人的には原発反対です。
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◆　私も原発反対ですが、ただ、太陽光が果たし

ていいのかどうかというのは疑問です。災害のと

きに太陽光のパネルが壊れたりしたら、感電する

から近寄れないとかあるみたいです。先ほど蓄電

池という話がありましたけれども、蓄電池という

のは値段が高くつく。例えば車なんかでも、今、

蓄電池に電気を貯めて走るものがありますが、あ

れも必ず交換しなきゃいけない。そのランニング

コストを考えると、なかなか割りが合わない。九

州電力なんかは買い取りをやめたわけです。ドイ

ツなんかでも、買い取りについてはずいぶん問題

になっているみたいです。

　だから、ここはやはり水力発電について、もう

一回考えてもいいのじゃないかと思います。水力

発電は一旦設備を作れば、あとは安定した電気の

供給ができる。それから火力も昔に比べたら発電

量当たりの二酸化炭素の排出量がずいぶん減って

きています。新型の火力発電に切り替えていくこ

とも考える必要があると思います。

　北海道の火力発電所は凄く古くて耐震性が全然

なかった。それがブラックアウトの原因だろうと

思うんですよね。

　それに、今ちょうど周防大島で水道管が切れて

大変なことになっています。北海道は本州と地続

きではないのですが、北海道・本州間電力連系設

備の 1 系統しか電力供給ができないようで、リ

スクが結構高かったのだろうなと思いました。

◆　この電力エネルギーの供給は、原発も火力発

電もすべてプラスマイナスすれば同じ程度の利益

があって、同じ程度のリスクがあると思います。

　原発をやめられたらいいんですけど、現実問題

として、電力不足や電気代高騰で日本経済が低迷

する原因の一つになると思います。

　

◆　でも、福島原発事故が起こったあと、原発が

全国で止まりましたけど、実際、困りませんでし

たよね。まあ、コストはかかったかもしれないけ

ど。しばらくは原発の再稼働なんて言えない状況

でしたけど、最近、ほとぼりが冷めた頃になって、

政府がベストエコノミクスとかいろいろ言い出し

て、それに迎合するように、原子力規制委員会が、

どんどん今、再稼働の許可を出しています。石油

に関しても、何十年前から石油が枯渇するから原

子力が必要なんだと言われているけれども、一向

に枯渇したという話は出ませんよね。僕らもその

辺りを、もう少し、よく考えて対応したほうがい

いかなと思いますけれども。

◆　一時的な対応は、おそらく私たちの世代は大

丈夫と思います。ところが、エネルギー対策には

時間がかかる。それまでは原発や火力発電がエネ

ルギー供給源として、ある程度は必要じゃないで

しょうかね。

◆　現在の状況では、原発を動かすことが電力会

社が一番簡単に儲かる方法だからだと思います。

株式会社なので利益を追求しないといけないので

すが、地球環境の維持改善に寄与できる営利企業

であってほしいし、営利企業ができないなら、こ

れは政治家の仕事だろうと思います。

◆　情報が出てこないのでよく分からないのです

が、特に電力が工場などの生産のベースになって

いるので、このコストが上がれば、世界の価格競

争に負けるということで、対応できるのは原子力

でとにかく事故さえなければ一番いいというので

動いているんじゃないかと思います。現実には、

議員さんたちが正確な情報をもらって、議会で決

めたら、それはもう決まりですよね。そのへんが、

みんなに伝わらないから不安があるわけで、要す

るにコストが上がったら、自分たちの給料がなく

なるとか、首になる人も出る等を考えていると思

います。とにかく、今生きていかないと将来はな

いと思っているのではないですか。そこらへんの

説明がない。それが分からない部分だと思います

けどね。

◆　でも実際、韓国は産業用の電気代が日本の半

分ぐらい。かなり国が補助を出しているみたいで

す。自分の国の企業に、競争力を保たせているの

だと思います。電気代というのは、かなり製品の

製造コストに影響してくる。
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◆　話が大きいほうにどんどん行っているよう

なんですけれど。異常気象は、今年だけじゃなく

て、これからもありそうですね。

　異常気象ではないけど、周防大島では 10 月

22 日に貨物船が橋桁に衝突して送水管を壊して

しまってから、ずっと今でも断水が続いています。

　大変な目に遭っている人と、そこは関係なく普

段通りの生活ができる人とでは、かなり温度差が

ある。

　会長が書いておられた文章の中で、「患者心理」

というのが印象に残りました。人の輸送とかも大

変だと思います。

◆　水浸しなので動けないですよ。

◆　患者さんは凄く不安になるのですね。テレビ

で西日本豪雨のときの倉敷の様子を見ていたら、

周りの人がどんどん病院に避難しておられた。避

難場所として病院を頼って来られる。毎年起こる

ことであれば、自分でできる対策も必要だけど、

医師会として協力体制を考えないとと思いまし

た。

司会　災害が起こったときに、医療をどのように

提供していくかということについて、山口県医師

会ではどのように考えておられますか。

◆　気象はどうにもならないですけれども、災害

医療に関しては JMAT や DMAT で対応するしか

ないんですね。ただ、数年前に防府で、それから、

むつみ村、萩の島根側であって、今回、うちのほ

うがあって、もう県内どこでも起こる状況なんで

すね。ですから、それを県医師会が全部やるとい

うのは、なかなか難しいですけれども、局地的な

対応はできると思います。

　全国規模、例えば南海トラフが起きた場合は、

もう県内でやるしかないんじゃないでしょうか。

一応、山口県と島根県は高知県に行けということ

になっているんですけど、現実的には難しいかも

しれません。道路も通れないかもしれないし。も

し使えるとしたら、昔使っていて、今はほとんど

走っていないフェリーがたくさんあるみたいだか

ら、そういうものが病院船とかには使えると思い

ますけれども。それでも、津波直後は木が流れ

ていたりしますから、なかなか高知まで行くのは

難しいと思いますし、すぐには行けないと思いま

す。

◆　南海トラフが起こったら、豊予海峡はどうな

るのでしょうか。

◆　県内でも、海岸だいたい 2 ～ 3 メートルの

は来るんです。

◆　伊方原発は大丈夫なのですか。

◆　いや、大丈夫じゃないでしょう。

◆　そうすると豊予海峡は通れないことになる。

◆　水害でも、収まったあと、結構、船が役に立っ

ていましたね。水害などに備えて、食糧の備蓄も

しておられたのですか。

◆　基本的にはあります。患者さんの分を含めて

2 ～ 3 日分だったら大丈夫ですけれども、長期戦

になると、ちょっと無理だと思いますね。あと、

一番簡単なことなんですけれども、懐中電灯の電

池が結構切れているんですよ。当院は予備がたく

さんあるので、替えれば済みましたけれども、懐

中電灯は必ず必要ですからね。

◆　アナログなほうが良い場合がある。

司会　皆さんにお聞きしたいのですが、ご自宅に

いろいろなものを準備しておられますか。

◆　うちは、食料や飲物の備蓄は普段から大量に

していますので大丈夫です。

◆　美食の備蓄、お高いワインやチーズですか。

◆　いやいや、赤ワイン、白ワイン、チーズ、あ

とはパスタソースとかパスタも大量にありますか



平成 30年 12月 山口県医師会報 第1900 号

1038

ら、お湯さえ沸かせればなんとかなり

ます。

◆　先生のご趣味が役に立つというこ

とですよね。

◆　防災グッズみたいにワンセットに

なっていますが、やっぱり訓練してい

ないと、それをどこに置いたかがわか

らない。

◆　僕は水だけあったらいい。

◆　帰宅できない職員や出勤できない職員がでて

きます。その点について経験談とかあれば、お聞

かせいただけますか。

◆　帰れないというか、施設の中には 7 人ぐらい、

大人はいたんですね。ただ、当日は 10 時過ぎま

で全然誰も来ませんでした。ちょうど施設を中心

にして、いろいろな道路が全部通行止めになって

いたので。

◆　先生のところだけでしたものね。

◆　電気屋さんに行ったときに、買い物をしてい

る人は、みんな、うちの地区の人ばっかりでした。

◆　水は何日で引いたんですか。

◆　その日のうちに引いたんですが、ヘドロだら

けになっているから、それを取り除くのが大変で

した。

◆　今はまだいいけど、昔は、ぽっちゃんトイレ

だから、あれが大変だった。今は、だいぶ楽です

けど。

◆　それでも下水が上がってくるわけだから。

◆　とにかく通勤が大変になっていましたね。夏

の暑い中で、普段だったら 20 分ぐらいのところ

を１時間以上もかかってしまうので、朝早くから

家を出ないといけなくなる。

◆　県東部は結構ほかの道路も寸断されていてい

ました。

◆　ご年配の方が、病院の予約の日に大渋滞でた

どり着けなかったら・・・と心配していました。

◆　鉄道も動かない。

◆　本当にそうですね。普段、あんまり人が乗っ

ていないと思っていたけど、結構、鉄道が人を

運んでいたのですね。学生さんの送り迎えで、親

御さんも大変だったみたいです。自分の通勤の上

に、子どもの送迎まであった。今日集まった中で

は、先生が一番リアルな体験者ですね。

◆　黄色い電車だから「たくあん電車」って悪口

を言っていたのが、あんなことになって。

◆　「人が乗っていない」とか。

司会　生々しい体験談をありがとうございまし

た。やはり一人ひとりが普段からちゃんと準備し

ておきましょうということしかないでしょうか。

◆　火災の訓練はどこでもするのですが、地震や

水害の訓練は、福祉施設よりも医療機関のほうが

していないと言われています。

◆　人を預かっていないから。
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◆　水平あるいは垂直避難をするかということす

ら決められていないことも多く、これからだなあ

と思います。やはり、わが事として、避難訓練を

火災と同様にすべきではないかと思います。病院

は施設としての機能が非常に高いので、周辺の人

を受け入れることを覚悟の上での備蓄もする必要

があります。

◆　入院患者の年齢がもう 90 歳とか 100 歳で

すから、とても他院に行くということはできない

ですね。だから、当院はもう最初から垂直移動に

決めていました。もう、それしかないですね。

◆　でも、エレベーターも止まるから大変ですね。

それ、人力でしょう。

◆　ちょうど先生のところが水浸しのとき、山口

でも相当雨が降りました。山口市の仁保地区も、

だいぶ雨が降って、かなり川の水位が上がってき

たというので、避難勧告等は出ていなかったんで

すが、明るい、早いうちに移動させました。移動

させて食料の備蓄の問題とか、いろいろなことが

分かりました。備蓄食料って、福祉施設で 3 日

分ぐらい持っています。その 3 日分ぐらい持っ

ている食料が当院に入っている給食業者の持ち物

なのです。「使うよ」と業者に許可を取ったりとか、

ある意味、いろいろ貴重な経験ができました。

◆　事後承諾は駄目なのですね。

◆　それでもよかったのかもしれないですけれど

も、すぐにまた補充してもらわないといけなかっ

たので。

◆　貴重な体験だったのですね。

司会　線状降水帯というのがやって来て、1 か所

にまとめて降るみたいです。それを外れたら、あ

まり関係ないという感じになるのでしょうか。被

害に遭われた方にお見舞い申し上げます。皆さん、

普段からの備えを個人個人でやりましょう。

オリンピック・パラリンピック
司会　最後に、2 年後に迫った東京オリンピック

について。私の見方が偏っているかもしれません

が、どう考えても青天井になりそうなオリンピッ

クに期待することをお願いします。

◆　先程の異常気象のこととも被りますが、今

年、プロ野球の試合観戦中に人生で初めて熱中症

になってしまいました。知り合いから、凄くお酒

を勧められた原因もあったかと思いますが。やは

り、この先どれぐらいの暑さになるか分からない

状況下で、ボランティアの人たちも、医療スタッ

フにも無償でボランティアをしてもらうみたいな

報道がありましたけれども、もし、ボランティア

の方が熱中症などになった場合に、どのような対

応をとってくれるのか、その辺りに対する補償の

予算などは割り当てられているのか。何かハード

な部分ばかりにお金をかけている気がして。その

辺りを心配しています。

◆　今回の大島大橋の事故で今、ボランティアを

募集していました。ボランティア活動保険に入っ

ていることが条件みたいですね。自分の地元の社

会福祉協議会に行って、登録するとボランティア

活動保険に入ることができます。その後にボラン

ティアに行くのが良いようです。

◆　サマータイムは諦めたみたいですが、マラ

ソンのスタートを 5 時にしようとかいう話が出

てきているようです。確か、北米などの秋のスポー

ツイベントとかち合わないように、7 月から 8

月にやるという IOC の意向があったと思います。

秋から冬にかけて北米では MLB、NFL、NBA、

NHL など、いろいろなものが目白押しです。視

聴率が大事で選手のことは考えないということで

しょうかね。

◆　前回の東京オリンピックの開会式は 10 月

10 日でしたよね。その頃も、日本の夏は暑いの

で、秋にしようと決まったそうです。子どもの運

動会でも練習とか運動会当日によく熱中症になり

ますよね。あれも、夏にやるからいけないんです。
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春頃にやればいいのに、大人の勝手な都合で夏に

やっているから、熱中症が問題になっていると思

います。オリンピックでは、暑さ対策が一番心配

ですね。

◆　マラソンって、夜は走れないのですか。

◆　「周南 24 時間リレーマラソン」では一晩中

走ってます。

◆　誰が走っているか見えないので、夜にマラ

ソンの応援というのも、ちょっとどうでしょうか。

◆　テレビに映るっていうのが大事なんじゃな

いんですか。

◆　確かソウルオリンピックが最初でしたよね。

北米のゴールデンタイムに合わせて陸上の決勝を

持ってきたというのが。だから、視聴率が取れる、

放映権料を払ってくれる人が一番で、選手はどう

でもいいということでしょう。

◆　アスリートの気持ちとしては、少々何があっ

てもやるという気持ちがあると、無理が利きます

よ。それで、それが経済効果を上げるなら皆、大

賛成ですから。でも、こんな派手なのはそろそろ

限界じゃないかと思うんですけどね。東京でも、

あれだけ苦しんでいるんだから、よその国はもう

駄目ですよ。だから、あまり商業主義に走らない

ようにする方向でやる時期が来ているんじゃない

ですかね。

◆　私は全然スポーツに興味がないせいか、全種

目が同時に 4 年に 1 回オリンピックをするから、

こんな大騒ぎになるのではないかと思ってしまい

ます。今年はバスケのオリンピック、来年は野球

の、再来年は水泳のって 4 分割すれば、こんな

に大騒ぎしなくていいし、もっと穏やかでローコ

ストにできるんじゃないかと。

◆　それぞれの競技団体が、ワールドカップとか、

そういうものをやりますから。

◆　じゃあ、もうオリンピック要らないじゃな

いですか。花火大会だって、観客が増えすぎて警

備が大変だといってやめています。オリンピック

だって 2 年に 1 回で 2 グループに分けるとかし

て、この熱狂を抑えたほうがいいんじゃないです

か。

◆　やはりオリンピックは 4 年に 1 回やるから

価値があるのですよ。サッカーのワールドカップ

は別にして、どの競技も、世界選手権を、2 年お

きとか毎年開催していますけど、オリンピックで

金メダルを取った人は、皆ずっと覚えているけれ

ども、世界選手権で誰が優勝したかということ

なんて、誰も覚えていないですよ。

◆　好きな人は覚えていますから。

◆　いやいや、好きとかではなくて、国民的な問

題です。価値が全然違う。

◆　“感動をありがとう” って、強制的に税金を

取って、感動の映画をつくらなくてもいいのでは

ないかと。

◆　先生はオリンピックを見ないということです

ね。

◆　全然見ないの？競技も一つも見ないの？

◆　見るのは開会式ぐらいかな。テレビがついて

いたら見ますけど。

◆　アスリートもオリンピックの金メダルが欲し

いし、そのために努力している。

◆　スポーツの金メダルに、国家がここまで競争

して、お金かけるってどうでしょう。

◆　国立競技場では競技場はつくるけれども、サ

ブトラックができないから、今後、陸上競技の世

界的な大会には使えないそうですが。
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◆　あまりにもオリンピックに振り回されすぎ

るから、そういうことになると思うので、ぜひ 4

分割を。

◆　何を言っているんですか。一国の首相が、スー

パーマリオの格好をして地球の裏側まで行くイ

ベントですよ。

◆　もの凄い経済効果があるのでしょうね。

◆　経済効果より、負の遺産が残るほうが大きい

のではないかと思いますが。

◆　北京オリンピックのスタジアムなども、現在

は廃墟みたいになってひどいらしいです。

◆　本当に何かの鳥の巣になっている？

◆　日本のオリンピックも、終わったら崩すつも

りだったんでしょう。だけど、コストがかかった

から、あと 10 年使うって言っている。

◆　国立競技場は終わったあと、どうするつもり

でしょうか。マンチェスターにエティハド・スタ

ジアムというサッカースタジアムがあります。オ

リンピック誘致が成功しなかった場合には、ピッ

チとトラックを掘り下げて観客席をピッチサイド

まで延長し、サッカースタジアムにできるように

計画されていて、実際そうなったとのことです。

そういったことを考えて、国立競技場をつくらな

かったのかなと思います。

◆　あれは文部科学省がやったんです。国土交通

省の真似をしてやったら、大穴を開けたと聞いて

ます。やったことがないからです。

司会　本日は大変貴重なお話をたくさんお聞かせ

いただき、本当にありがとうございました。閉会

のご挨拶を今村副会長、よろしくお願いいたしま

す。

閉会挨拶
今村副会長　長時間にわたり熱心なお話を頂きま

したが、まだまだ言い足りないことばかりと思い

ます。また別の機会のお楽しみということにさせ

ていただきます。本日はどうもありがとうござい

ました。

司会　ありがとうございました。これをもちまし

て歳末放談会を終了いたします。
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郡市医師会長会議
と　き　平成 30 年 10 月 11 日（木）15：00 ～ 16：47

ところ　山口県医師会 6 階会議室

開会挨拶
河村会長　来年の 10 月に消費税が 10％になる。

8％まで上がった時に、診療報酬に転嫁している

とのことだったが、計算間違いなのか確信犯なの

かは分からないが、われわれの感覚では診療報酬

に 8％部分が入っているという感覚は全くないの

で、それを含めてこれから 1 年間かけて検討し

ていくことなると思う。われわれの意見を日医に

挙げていきたいと思うので、よろしくお願いする。

　看護学校については、“オール山口” というこ

とで、皆さんのご意見を伺いながら対策を取って

いるが、できれば一つも欠かさずに継続していけ

ればよいと思っている。医師会立の看護学校の数

が一番多いのは埼玉県で 17 ～ 18、次いで福岡

県で山口県は 3 番目に多い県になっている。県

下に 1 ～ 2 か所しかない医師会立の看護学校は

鼻息が荒いが、きっとそのような県は学校を統合

しているのだと思う。それも一つの方法とは思う

が、本県では極力維持していきたいので、皆様方

のご意見を伺いながら検討していきたい。

　准看護師試験については、従来は県内で行われ

ていたが、これからは国の委託事業として 2020

年度から始まることになっており、そうなると来

年には準備を始めないといけないわけだが、来年

は本県が中国四国ブロックの担当県になっている

ので、ご協力の程、よろしくお願いする。

議題
1. 中央情勢報告

（1） 第 142 回日本医師会定例代議員会・第 143
回日本医師会臨時代議員会
加藤専務理事　6 月 23 日に行われた定例代議員

会では、始めに日医代議員会議長及び副議長の選

定が行われた。続いて「平成 29 年度日本医師会

事業報告」が行われた後、議事に入り、まず「平

成 29 年度日本医師会決算の件」が上程、賛成多

数で可決された。次に、「日本医師会役員（会長、

副会長、常任理事、理事、監事）及び裁定委員選

任の件」、「日本医師会役員（会長、副会長、常任

理事）選定の件」について一括上程され、定数を

超えて立候補のあった会長、副会長、常任理事、

理事の各選挙が行われ、会長選挙では横倉義武 

会長が選挙戦を制し、4 期目を迎えることになっ

た。

　翌 24 日に行われた臨時代議員会では、横倉会

長は 3 期目では “かかりつけ医” を中心とした

「まちづくり」、医療政策をリードし続ける「組織

づくり」、そして、人材育成の視点に立った「人

づくり」を基本方針に掲げらていたが、4 期目の

所信表明では、（1） プロフェッショナルオートノ

ミーに基づく医師の働き方改革、（2）かかりつ

け医機能の拡充による地域医療の強化、（3）経済、

財政、社会保障を一体的に考えた国づくりの推進、

に取り組んでいくとされた。

　次に、各ブロックからの代表質問（8 題）並び

に個人質問（11 題）が行われた。代表質問の中

の「有効な医師偏在対策について」（中部ブロック）

について、日医の中川俊男 副会長は医師の自主的

な判断を強力に支援する仕組みを模索することが

偏在解消につながるとの見解を示された。また、

「医師偏在是正に向けた医療法・医師法改正案に

ついて」（九州ブロック）について、同副会長は医

師少数区域で勤務する医師に対する所得税の優遇

措置の検討に着手したこと等を紹介された。これ

に関連することとして、私が「経済的なインセン

ティブを付けることが問題解消には大事なことな

のではないか」、「今年から専門医制度が始まった

が、外科医が一人しか専攻して選ばれていない県
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があるので最低枠を設けてほしい」と発言した。

　個人質問の中では、本会から提出した「地域包

括診療加算・診療料は将来的に登録医制度を容認

する方向性なのか」の質問に対して、日医の松本

吉郎 常任理事は、まず、日医が登録医制度に反

対していることを強調され、かかりつけ医機能の

診療報酬上の評価として 2014 年度診療報酬改定

で創設された地域包括診療加算・診療料について

は、2016・2018 年度の改定で要件緩和を図っ

てきたとするとともに、日医は基本診療料の引き

上げを主張し続けてきたが、厳しい財源制約があ

り、今回は「かかりつけ医機能を有する医療機関

に」という名目で、初診料に機能強化加算を新設

することになった。その上で、かかりつけ医機能

の普及のため、引き続き、研修制度や診療報酬上

の対応を進めていくとし、「かかりつけ医の普及

には、かかりつけ医と患者との信頼関係が自然に

醸成されるような取組みが重要である。フリーア

クセスを制限する諸外国のような登録医制度はわ

が国にはなじまない」との見解を示された。

　その他の質問等を含む詳細については『日医

ニュース』第 1365 号を参照願いたい。

弘田会長（柳井）　医師の偏在について、他県の

医師会の意見はどうだったのか。何か不満は言わ

れていたか。

加藤専務理事　不満は出ていない。解消すべきと

の意見が多いとは思うが、決定的な解決策は出て

いない。

弘田会長　壁は高いのか。

加藤専務理事　日本全体の制度にかかわる問題な

ので壁は高い。この問題への関心は高く、中国四

国医師会連合分科会の議題にも出ている。日医も

5 年ごとの改定になるが、最初の倍率よりも厳し

くしてほしいということは申し上げた。

木下会長（下関市）　日医の回答によると、国は

何もしないで、都道府県が自分たちで考えろと

言っているように感じた。ある程度、国が対応し

てくれないと難しいかと思うが、如何か。

加藤専務理事　いかにして誘導するかということ

だと思う。地方で働きたい人たちをどんどんサ

ポートしていくという回答もあったが、それには

大変時間がかかるし、そういう人たちはそれほど

多くいるわけではないので、この問題はなかなか

解決しないと思った。

木下会長　医師を養成するために、公立・私立を

問わず国は多額な費用を投じているにもかかわら
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ず、卒業したら全く自由というのは如何なものか。

インセンティブについても、あまり効果がないと

思う。

加藤専務理事　本県にも魅力のある病院があれば

変わるのではないかと思うが、そのためには、現

在、働き方改革が進んでいるので一番働きやすい

県になれば医師が集まって来るのではないかと思

う。

河村会長　国が人口の一極集中を防がない限り

は、この問題は解決しないと思う。

（2） 第 1 回都道府県医師会長協議会
林 副会長　9 月 18 日に日医会館小講堂で行わ

れた。議事に先立ち、「第 30 回日本医学会総会

2019 中部」について齋藤英彦 会頭（名古屋大学

名誉教授）から総会の概要の説明と参加勧奨が行

われた（学術集会：2019 年 4 月 27 日 ( 土 ) ～

29 日 ( 月・祝 )）。続いて、北海道医師会の長瀬

会長から 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地

震災害支援へのお礼が述べられた。

　協議会の冒頭、日医の横倉会長から「西日本豪

雨、台風 21 号及び北海道胆振東部地震で被害に

遭われた方にお見舞い申し上げるとともに、被災

地で地域医療を支えられた会員、支援に取り組ま

れている皆様に敬意を表する。日医の防災業務計

画及び JMAT 要綱を改正し、西日本豪雨で初め

て先遣 JMAT を派遣した。控除対象外消費税問

題解決に向けては日医、日歯、日薬、四病協で提

言を公表し、現行の診療報酬の補てんを維持しな

がら、個別の医療機関等に生じる補てんの過不足

に対して、新たな税制上の仕組みを作るように提

言した。消費税率の引上げ時に診療報酬の補てん

率に集計ミスがあったため、補てん率の修正が行

われたが、これについて厚労省保険局長に対して

厳重なる抗議を行い、速やかな対策を求めた。医

師の働き方改革における主要論点の議論が本格化

しているが、長時間労働の是正には、現行法令の

枠内における特例だけではなく、枠組みに必ずし

もこだわらないことが必要である。」等の挨拶が

行われた。

　続いて協議に入り、本会から「『医師の働き方

改革』とともに進めるべきこと」と題して質問

した。これについて日医の松本常任理事は「日医

は医師の健康と地域医療の両立を常に念頭におい

て、勤務医間インターバル制度を始め、有効かつ

実現可能な健康確保策を国に提言していく。近年、

診療所に比べ、病院の勤務医は増加したが、地方

で働く若い医師の確保が課題だ。今回の医療法・

医師法の改正では地域医療対策協議会の意見を踏

まえ、医師小数区域を設定する予定だが、ご質問

にある、医師数がギリギリの状態で医療を担って

いる地域で、勤務するインセンティブとして国の

認定制度を創設した。制度の実効性に関しては、

今後、検証が必要だが、日医は改革の第一歩とし

て評価している。「医師の働き方検討会議」の意

見書では、医師の働き方改革に関する財源確保に

ついて、診療報酬、地域医療介護総合確保基金、

税制体制等あらゆる財政支援を検討することが求

められていると提言した。診療報酬上の対策につ

いて、平成 30 年度診療報酬改定では、従来の医

療従事者の負担軽減に加え、働き方改革の推進が

改定の基本方針の柱の一つとされた。その上で仕

事量の分担、協同の促進、常勤配置、専従要件を

見直し、24 時間対応体制の要件緩和など、医療

提供の質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用

が可能となるように見直しをされた。日医として

は、あらゆる観点から検討を行い、医師にとって

最良な働き方改革になるよう引き続き努力する。」

と回答された。

　その他の質問並びに要望として、「大学病院医

療情報ネットワーク研究センター『オンライン学

術集会演題抄録登録システム』の継続について」

（北海道）、「消費税問題への対応及び経過につい

て」（長崎県）等が提出され、それぞれ日医執行

部が回答された後、日医から「『控除対象外消費

税問題解消のための新たな税制上の仕組み』につ

いての提言について」、「准看護師試験事務の委託

について」等についての報告が行われた。

　詳細については『日医ニュース』第 1370 号を

参照願いたい。

淵上会長（山口市）　大学病院医療情報ネットワー
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ク研究センター（通称：UMIN センター）の「オ

ンライン学術集会演題抄録登録システム」につい

て、いつから有料化となるのか。

林 副会長　それについての詳細な説明はなかっ

たので、わかり次第お知らせしたい。日医が引き

継いだ形での運用を求める要望には、費用の問題

と将来性から消極的であった。

西村会長（小野田）　准看護師試験について、現

在は県によって試験日が異なっていると思うが全

国統一の試験になるのか。

林 副会長　まだ案の段階のようだが、同じレベ

ルの試験を設けて 2 回開催するようである。

藤政会長（玖珂）　今までは県知事の名前で准看

護師免許が発行されていたが、今後はどうなるの

か。

林 副会長　別の会議では、国家資格にするのは

なかなか難しいのではという意見があった。

2. 中国四国医師会連合各種分科会
河村会長　平成 30 年 9 月 29 日に島根県医師会

の引受けにより松江市にて開催され、今年度は、

「医療保険・医療政策」「介護保険」「地域医療・

医療環境」の 3 つの分科会が開催された。

（詳細については本会報 11 月号 958 ～ 987 頁を

参照願いたい。）

3. 地域医療構想（調整会議）について
前川常任理事　地域医療構想について、国の方針

と県の対応等についての説明をさせていただく。

2025 年に団塊の世代が後期高齢者となり、75

歳以上の患者さんが増え、必要とされる医療の

内容が変わると、求められる入院機能も変わる。

回転しないベッドが増えるとの予測の先手を打

ち、それを調整することが地域医療構想の目的と

されている。将来、医療機関としてどのような機

能を担うかについて、公立病院は「新公立病院改

革プラン」を、公的医療機関は「公的医療機関等

2025 プラン」を策定して山口県に提出した。急

性期から回復期へ病床機能の転換を進める病院も

増えているし、慢性期病床から介護医療院への転

換も山口県では進んでいるといえる。

　このように、山口県では病床転換は少しずつ

進んでいるが、全国的にも国が望むスピードでは

ないようで、地域医療構想調整会議を活性化を進

めるための方策が県に求められている。

　現在、病床機能報告の受付が始まり、山口県は

9 月 7 日付で、公的医療機関以外の医療機関に

「2025 年プラン」の提出をお願いした。山口県

内で入院機能を持つ医療機関が、2025 年に自分

の施設の病床をどのように機能させていたいかを

地域医療構想調整会議というテーブルに出してい

ただき、そのテーブルの上で中身を検討し、ベッ

ド数や病床機能を調節していただきたいと山口県

が考え、行っている。民間医療機関や有床診療所

も公立病院・公的医療機関と同じように、病床の

数や機能が検討の対象になるということである。

　地域でしっかりとした医療をすすめようとして

いるが、ここで、2025 年プランとしてお出しい

ただいた数字を根拠に、立場が弱いこともあって、

数字合わせのために必要以上の病床削減や病床転

換を強いられる医療機関がないか、ということを

危惧している。

　地域医療構想の本来の目的は、地域の将来を見

据え、地域に必要な変化を少しずつもたらし、最

終的に落ち着くところに落ち着かせることだと考

えるが、数合わせが目標になると、不本意な病床

転換が起こってしまうかもしれない。

　そこで郡市医師会の先生方は将来の住民の人

口、年齢構成や医療需要、そして医師の数は増え

ない、看護師も来ないといった、地域医療におけ

る皮膚感覚も含め、数値には表せない要素を含め

た将来のイメージをそれなりにお持ちだと思う。

そのイメージが、「必要病床数」に合致していれば、

淡々と病床転換を進められれば良いし、自然にそ

こに収束していくとも思う。

　しかし、「必要病床数」に違和感のある地域、

現在の二次医療圏よりももっとコンパクトな圏域

で考えた方が将来を考えやすい地域は、「先生方

の地域医療構想」をイメージされても良いのでは
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ないかと考えている。そして、郡市医師会で内々

にこのイメージを共有される経過において、先ほ

どの不本意な病床転換なども、先生方のアンテナ

にかかってくるのではないかと思う。

　先生方が地域の将来のイメージを作るための情

報が必要で、私どもがわかることがあれば、国や

県や日医の持つ情報をお知らせし、「先生方のイ

メージの地域医療構想」を進めるために調整会議

を上手く利用していただきたい。

小林会長（岩国市）　なかなか進まない原因はい

ろいろあるが、特に急性期を回復期に移す時に、

病床単位で移すということになっているが、それ

が非常にネックになっており、大規模な施設では

可能だが、50 ～ 60 床の病院では技術的に難しい。

また、一度 7 対 1 入院基本料にすると、人件費

が嵩み、職員を確保しておくために、急性期のま

までいくしかない。実際に急性期の病棟をみると、

回復期の人もいくらでも入っているので柔軟に考

えるしかないのではと申し上げるが、行政の立場

からすると綺麗にラインを引きたがり、意見の違

いがあると思う。落としどころがどこかにあると

は思うが、なかなか明快な結果はまだ出てこない

と思う。

河村会長　今のご指摘にもあったように、この調

整会議は落としどころをどこにもっていくかとい

うことに尽きると思う。

4. 国民健康保険の財政調整等のための交付金の特
定健康診査に関連した交付基準の新設について

藤本常任理事　背景としては、本県の市町国保の

特定健診の受診率は平成 27 年度から全国最下位

が続いていることがある。国からの地方交付金が

500 億円あり、人口割りで計算すると本県は 5

億円になると想定されるが、2 億 6 千万円に減額

されている。ちなみに、トップの新潟県は増額で

ある。現在の国の評価はポイント制で、本県はポ

イントが最下位であり、評価項目の中に特定健診

受診率あるいは保健指導終了率が含まれている。

　このような状況の中、県は受診率向上にかかわ

る体制整備等に積極的に取り組む市町を支援する

ため、特別交付金（従来の県調整交付金）の基準

に特定健診に関する項目を新たに設けた。本件に

ついては、9 月 27 日に開催した郡市医師会特定

健診・特定保健指導担当理事及び関係者合同会議

ですでに説明しているが、改めてご説明する。

　新たな基準の 1 つ目は自己負担額の無料化で

ある。自己負担額の無料化を実施した場合に、無

料化に必要となる額を勘案し、無料化の対象者一

人につき一定額を交付する。2 つ目は医療機関か

らの検査結果の提供である。かかりつけ医にて診

療等で特定健診に相当する検査を既に受けている

場合、医療機関から検査結果の情報提供を受けた

場合に最大 2,500 円を交付する。特定健診のす

べての項目が揃っている患者さんのみを対象とす

ることになっている。

　この件について県と意見交換を行っており、1

つ目の自己負担額の無料化については、これまで

も無料化すると受診率が上がることが分かってい

るが、実施するとしても来年度からとなる。2 つ

目の検査結果の提供については、既に柳井市や長

門市で実施されており、昨年度は柳井市で 30 件、

今年度から実施の長門市はすでに 40 件程度と聞

いており、一定の効果があるとの報告が先日の会

議であった。県の交付基準の新設により、市町国

保から郡市医師会に実施方法等について相談があ

るかもしれない。本会としては、推奨はしないが、

拒否すべきとするものではなく、市町からの協議

に対応していただきたい。

　なお、厚労省作成の「特定健康診査・特定保

健指導の円滑な実施に向けた手引き」には、「治

療中であっても、特定健診を受診するようかかり

つけ医から本人へ受診勧奨を行うことが重要とな

る」と記載されている。このことを十分に忘れな

いようにしていただき、市町との協議にも対応し

ていただきたい。

友近会長（長門市）　当院で 5 ～ 6 例は実施して

いる。われわれのやることは検査センターからの

結果を貼って提出するだけである。結果が本人に

送られるし、われわれにも結果が残るため、二重

に説明ができる。負担はあまりない。
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弘田会長　担当理事が熱心に取り組んでいるが、

病院が動かない。結果的に簡単にできる方法を問

われる。実際はそんなに広がっている状況にはな

い。

西村会長　すでに治療を受けている人などのデー

タ提供に意味はあるのか疑問である。税金の無駄

使いに思われる。診療中の患者のデータを集めて

受診率を上げるという発想自体が如何かと思う。

河村会長　どちらかというと数合わせの要素が強

いように思われる。本会としては推奨するもので

もないが、認めないとするものでもない。

5. 医師会立看護学校課題対策検討会について
沖中常任理事　9 月 6 日に第 1 回目となる標記

会議を開催した。看護学校の問題については「オー

ル山口」で対応していることから、看護学校をお

持ちではない郡市の先生方にも取組みを知ってい

ただきたいので紹介と報告をさせていただく。

看護教員養成講習会の運営と受講について

　県立大学に毎年のように要望しており、前理事

長にもお願いしていたが、本年は 8 月 2 日に前

川理事長に対して、看護学校の現状の説明並びに

定期開催、単位制を用いることで年度をまたいで

も単位取得が可能にできるようにすること、一部

e ラーニング導入についての要望を行った。しか

し、8 月下旬に県医療政策課より、事前の調査で

受講者が 18 名となっており、少人数では赤字が

出ること、受講者 30 人が損益分岐ラインである

ことが報告され、大学と県で協議された結果、本

年度も開催しないとの結論が出された。

応募者・学生について

　応募者の減少等による入学者の減少に対し、各

校とも対策を講じているが厳しい状況である。今

後の県の施策にも期待したい。なお、1 ～ 2 割程

度、多めに入学者をとりたいという要望があった

ことに伴い、一般論として県に確認したところ、

定員以上の入学は認められないとのことであっ

た。

日医からの補助金

　日医からの全国の看護職員養成所への補助金の

増額を希望（准看 1 校 1,000 万円程度）があっ

たことについて、中四九地区医師会看護学校協議

会でも同様の要望があり、日医の釜萢常任理事よ

り、「多くの事業がある中で、ご期待に沿うこと

は難しい」との発言があった。

県内の医師会立看護学校が閉校した際の看護職員

数のシミュレーション

　本県の看護の現状（平成 30 年）によると、28

年度の採用数 1,723 人、退職 1,623 人で、その

差は 100 人であり、退職者のうち 437 人が別の

医療機関に就職しているが、県内の看護師の数と

しては変わっておらず、訪問看護も同様に 12 人

しか増えていない。1 年間の「新規就業者数」マ

イナス「退職者数」は医療機関と訪問看護と合わ

せて 112 名くらいである。医師会立看護学校卒

業生が 28 年度には県内に 299 人就職している

が、これがゼロになると、マイナス 187 となり、

看護職員は減少することになる。

教員と学生を医療圏ごとに集約化

　「応募者が減ることは、少子化なので止められ

ない。県内で将来どのくらい看護師が必要かを推

測して、県医師会が定員を振り分けたらどうか。

また、二次医療圏において、今後必要と看護師と

思われる数を推測して、定員を決めてはいかがか」

との要望について、集約化に関しては検討する。

行政の関与

　「そもそも看護師は医師会が育てるべきなのか。

医療資源として働く人は、最終的には行政が責任

もって育てるべきでは。」とのご意見があった。

中四九地区医師会看護学校協議会

　来年度は広島市で開催されるが、同協議会への

積極的な参加と発言をお願いしたい。

6. 郡市医師会からの意見・要望
（1）山口県看護教員養成講習会の開催要望につ

いて（防府医師会）
神徳会長（防府）　山口県医療政策課から 9 月

19 日付けで、「平成 31 年度の山口県看護教員養

成講習会は、本年 5 月に受講希望調査を行った

ところ受講者が定員に達しない見通しであるから

開催しない。その代替えとして、広島県の看護教

員養成講習会を紹介する」という通知があった。
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　広島県開催での受講にかかる経費を試算してみ

ると受講料は 48 万円で広島県内受講者の 24 万

円と比較すると 2 倍であり、さらに通勤経費（新

幹線、バス）も必要となるため、合計すると約

200 万円近くかかり、これらは学校運営財源が

厳しい中、重い負担となる。

　当校の現状だが、入学しても途中退学、留年等

で修業年限通りに卒業できない者が増加するとい

う深刻な事態が生じており、これが校納金に反映

し、収支が悪化して、看護学校の運営に支障をき

たしている。 途中休学や退学に関して、校内に運

営改善委員会を設置し原因究明に努めているとこ

ろだが、主な原因は近年の学生の学習能力の低下

にあり、教職員の学生指導が充分に及ばないとこ

ろにあるように思われる。

  「入学してきた学生を 100％卒業させる（資格

を取得させる）」ためには教職員の学習環境に無

理がなく、看護教育内容の充実向上を図れると考

えて山口県看護教員養成講習会に准看護科 1 名、

看護科 1 名を派遣するという方向性を見出した

ところである。しかしながら、当該講習会につい

ては前述のような結果となり、当惑している。

　過日の会議で、来年度、某大学での通信講習会

を予定しているとのお話があったが、経費等の観

点から従来通りの山口県看護教員養成講習会の開

催を要望する。

沖中常任理事　お示しの山口県看護教員養成講

習会については現在、山口県が山口県立大学に業

務委託をして開催されることになっているが、少

ない受講希望者と講習会自体の運営コストの関係

上、現時点ではいつ開催されるかわからない状況

になっており、看護学院（校）においても受講予

定の目途が立てにくい状態となっている。

　このため、本会では昨年に引き続き、平成 30

年 8 月 2 日に山口県立大学の前川理事長に対し

て、講習会の今後の運営に関しての要望を行って

きたところである。

　また、本会としては「オール山口」での検討体

制を作るとともに、今年度から新たな取組みとし

て、医師会立看護学院（校）を運営している郡市

医師会を対象とし、医師会長、校長、事務長、教

務主任等にお集まりいただき、意見を出し合い

ながら問題解決への道筋を探ることを目的とした

「医師会立看護学校課題対策検討会」を 9 月 6 日

に開催し、現状の議論や有効策を協議したところ

である。その中で、防府医師会と同様に、教員の

確保が難しい中、他県での受講は 9 か月という

長期にわたるため通学が困難であること、また、

単身赴任の受講も難しいため、毎年県内での開催

や e ラーニングでの受講体制を期待しているとい

うご意見ご要望をいただいたところである。

　本会としては、各郡市医師会及び各学院（校）

からいただいたご意見ご要望を集約、検討し、こ

れまで要望してきた次の 3 つの要望、①山口県

看護教員養成講習会の定期的かつ計画的な開催、

②通学の負担を少しでも解消すべく、カリキュラ

ムに一部 e ラーニング導入すること、③現在の単

年度に全科目を修了する方法ではなく、複数年度

で分割履修ができるようにすること等を重点項目

として位置づけ、引き続き、国や県及び自民党等

に対して、現行施策のより有効かつ現実に即した

事業となるよう強く申し入れを行うことにしてい

る。

（2）個別指導について（下関市医師会）
木下会長　個別指導の開催場所について、立ち

会う役員の負担が大きいことから、以前のように

各地開催にしていただくよう要望していただきた

い。

萬 常任理事　以前は専従の指導医が中国四国厚

生局山口事務所に在籍されていたため、個別指導

の日程や開催場所の設定に幅を持たせることがで

きたが、現在の指導医にはそれぞれの勤務がある

関係で、日程調整等が非常にタイトな状況となっ

ている。しかし、引き続き交渉を行い、下関市等

での実施を図りたい。

その他
　「日本医師会 平成 30 年 7 月豪雨による被災医

療機関に対する支援金」について加藤専務理事が、

集まった支援金額の報告並びにお礼を述べた。
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　猛暑と言う名に相応しい今年の夏であった。よ

うやく吹き抜ける風に秋の気配を感じる 10 月

11 日（木）に平成 30 年度第 1 回郡市医師会長

会議が県医師会館の会議室で開催された。

　各会長さんが真摯な態度で議題に向かわれて

いたのが大変印象的であった。会議は河村県医会

長の司会のもと粛々と進行された。各議題につい

ては詳細が掲載されると思うので、ここでは印象

に残った議題について述べてみたい。

　本年 9 月 6 日に開催された医師会立看護学校

課題対策検討会について、県下の吉南、厚狭郡、

下関市、宇部市、萩市、徳山、防府、柳井の 8

校にアンケート調査されたものがあり、その結果

の報告が行われた。運営状況については各校とも

教員不足と応募者が減少気味で、特に教員の不足

が経営上、重要な問題になっているようだ。

　また、経営困難のために補助金の増額を希望さ

れていた。この問題への対応・解決もなかなか困

難であろうが医師会を中心に地道に努力するし

かないのではなかろうか。今ある環境に飛び込ん

で自分の夢を叶えることこそ人生において最高

の幸せである。志を持って入学した学生の夢を叶

えてあげるのは医師会の大事な役目だと私は思

う。そのためにも十分なサポートを提供する必要

があると考える。

　現在、多くの看護師希望者は大学進学を目指し

ているという。さらに少子化の問題がある。そん

な中で看護師を希望して各医師会の看護学校に

入学する人たちに大きな拍手を送る。これから多

くの困難が待ち受けていると思うが、どうか夢が

叶うようにと祈るばかりである。

　会議は円滑に終了した。帰りの車の中で、ふと

辻堂 魁 氏の時代小説の中での主人公のせりふを

思い出した。「人の値打ちを決めるのは、身分で

はなく、志だよ」。

広 報 委 員 　 渡 邉 惠 幸
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平成 30 年度
郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会

・関係者合同会議
と　き　平成 30 年 9 月 6 日（木）15：00 ～ 15：45

ところ　山口県医師会 6 階会議室

[ 報告 : 常任理事　藤本　俊文 ]

開会挨拶
河村会長　本日はお集まりいただき、感謝申し上

げる。風しんが都市部を中心に流行している。風

しんは、妊婦への注意が必要なのはもちろん、リ

スクを抱えた子どもは感染症などに弱いため、同

様に注意しなければならない。予防接種の広域化

に際しては何度も会議を重ねて、結論に至るまで

1 年かかったのを覚えている。これからもさまざ

まな課題があると思われる。本日はよろしくお願

いする。

協議事項
1. 健康増進課からの情報提供

健康増進課　平成 28 年度の麻しん予防接種実施

率は第 1 期・2 期ともに 97％程度で、2 期は全

国でも 1 位となった。29 年度は 95 ～ 98％程度

である。関東地方で風しんの流行があり、全国に

広まる恐れがあることから厚生労働省からも注意

喚起が通知されている。定期予防接種の高い接種

率を保つのはもちろんのこと、先天性風しん症候

群を防ぐためにも妊婦への感染を防ぐことも大切

となる。風しんにかかっていない方、予防接種歴

のない方、妊娠を希望する女性や周囲の方へのワ

クチン接種の推奨についても協力をお願いした

い。

2. 平成 31 年度妊婦・乳幼児健康診査における
参考単価（案）について

藤本　平成 31 年度の妊婦・乳幼児健康診査にお

ける参考単価（案）を県医師会で作成し、山口県

産婦人科医会及び山口県小児科医会にも検討いた

だいた上で、事前に郡市医師会及び市町に提示し

た。乳幼児については来年度は診療報酬改定はな

く、委託費については変更ない。各郡市医師会・

行政からも特別な意見・質問なく承認。

　妊婦健康診査については、今年度診療報酬改定

で妊娠していると診療科を問わず妊婦加算 38 点

が加わり、また、採血量が変更となったことで、

総合計で 5,500 円の増額となることから、いく

つかの市町行政より、財政上の問題から保留との

回答があった。また、妊婦健康指導料は特定疾患

療養指導料相当となっていることから、月 2 回

が原則で、36 ～ 39 週の 4 回を 2 回の加算に変

更してほしいとの要望があった。全会一致となら

ず、市町からの返答は県医師会へお願いした。今

回の提案で合意とならないときは、市町と郡市医

師会での合意となる。

3. 平成 30 年度広域予防接種における高齢者    
インフルエンザ予防接種について

藤本　県医師会から市町に対し、高齢者インフル

エンザ予防接種の料金、期間等を調査した。接種

期間はほどんどの市町が 10 月 1 日から 2 月 28

日まで、周防大島町のみ 10 月 1 日から 3 月 31

日まで。接種料金は全市町が 4,860 円、自己負

担額は 1,460 円となっている。阿武町では今年

度から 75 歳以上で後期高齢者の被保険者は無料

になっている。インフルエンザの予診票（県内統

一様式）は昨年度と同様。

4. 平成 31 年度広域予防接種における個別接種
標準料金（案）について

藤本　平成 31 年度の広域予防接種における個別

接種標準料金（案）を事前に県医師会から郡市医
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山口県健康福祉部健康増進課

　　　主査　宮下　洋一

　　　主任　川﨑加奈子

山口県健康福祉部こども・子育て

　応援局こども政策課

　　　主任　藤井久美子

県医師会

　会　　長　河村　康明

　常任理事　藤本　俊文

　理　　事　伊藤　真一

　理　　事　吉水　一郎

　理　　事　河村　一郎

　　　　

山口県産婦人科医会

　会長　藤野　俊夫

山口県小児科医会

　会長　田原　卓浩

　理事　藤原　元紀

　

オブザーバー

　　　　岡田　和好

下関市　主任　　　　　小橋　昭弘　　　　　　　柳井市　　　　 主査　　　　　　杉谷　明子

　　　　主査　　　　　金子　紀枝　　　　　　　　　　　　　　 課長補佐　　　　吉村　美幸

宇部市　係長　　　　　縄田　敦志　　　　　　　美祢市　　　　 主事　　　　　　太田　浩史

　　　　係長　　　　　盛重　利恵　　　　　　　　　　　　　　 係長　　　　　　末永　直美

山口市　副主幹　　　　磯崎　　修　　　　　　　周南市　　　　 係長　　　　　　國重　早苗

　　　　主幹　　　　　末岡　昭子　　　　　　　　　　　　　　 係長　 　   　　　宮崎　優子

萩　市　課長　　　　　河上屋里美　　　　　　　山陽小野田市　 主任主事　　　　田中　裕介

　　　　主任保健師　　藤井　紀子　　　　　　　　　　　　　　 主任　　　　　　末永　久美　

防府市　予防係長　　　松田　聡子　　　　　　　周防大島町　　 主査　　　　　　西村　寿海　

　　　　保健係長　　　野村　美和　　　　　　　　　　　　　　 主査（保健師）　中本　奈美

下松市　課長補佐　　　中山　知美　　　　　　　和木町　　　　 保健師　　   　　三國真莉菜

　　　　課長補佐　　　鬼武　美香　　　　　　　上関町　　　　 係長　　    　　　上杉　美和

岩国市　班長　　　　　富岡　　聰　　　　　　　田布施町　　　 係長　　   　　　吉光　恵美

　　　　主査　　　　　岡崎　由紀　　　　　　　平生町　　　　 主任主事      　　 関永　幸枝

光　市　係長　　　　　小熊紀美恵　　　　　　　阿武町　　　     主任  　　　   　  亀山梨恵子　

長門市　主査　　　　　桑原　紀聖　　　　　　　

　　　　主任　　　　　中田あゆみ　　　　　　　

市町

出 席 者

大 島 郡

玖 　 珂 

熊 毛 郡

吉　　南

厚 狭 郡

美 祢 郡

下 関 市

嶋元　　徹

松井　晶子

廣島　　淳

鈴木千衣子

吉武　和夫

竹尾　善文

神田　　岳

郡市担当理事

岩 国 市

小 野 田

光　　市

柳　　井

長 門 市

美 祢 市

宇 部 市

山 口 市

萩　　市

徳　　山

防　　府

下　　松

川上　初美

山縣　俊彦

岩谷　　一

大城　研二

村田　　敦

井上　　保

藤本　　誠

砂川　新平

北川　博之

志熊　徹也

須田　博喜

横山　幸代
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師会・市町へ提示し、来年度は特に変更もなく、

了承いただいた。なお、平成 31 年 10 月に消費

増税が予定されているため、料金案として 2 通

りの消費税により提示した。

5. その他
①平成 30 年度児童虐待の発生予防等に関する研
　修会
藤本　今年度は平成 30 年 10 月 21 日（日）開催。

藤野産婦人科医会長　今年度は 2 つの講演を行っ

ていただく。1 つは「産婦人科で遭遇する育児困

難事例　新生児特別養子縁組について」と題し、

（医）社団諍友会田中病院の田中泰雅 先生にご

講演いただき、2 つ目は「大分県における周産期

メンタルヘルスケア体制の整備事業『大分トライ

アル』－妊産婦のメンタルヘルスケア　産科・行

政・精神科の連携―」と題し、大分県周産期医療

協議会専門部会長／大分県産婦人科医会副会長の

岩永成晃 先生にご講演いただく。医師だけでな

く、看護師や保健師など多くの方にご出席いただ

きたい。

②平成 30 年度山口県医師会学校医研修会・学校
　医部会総会・予防接種医研修会・学校心臓検診
　精密検査医療機関研修会
藤本　今年度は平成 30 年 12 月 9 日（日）開催。

プログラムが確定したら郡市医師会を通じてご案

内させていただく。

③その他
藤野産婦人科医会長　新生児聴覚スクリーニング

検査については、厚生労働省から市町での積極的

な実施と一般財源化に関する通知が出されている

が、1 町だけが公費検査を実施している。各市町

において、新生児スクリーニング検査を検討いた

だきたい。また、産科医等確保支援事業が実施さ

れていないところは実施していただきたい。

田原小児科医会長　冒頭に健康増進課から報告の

あった風しんについて、30 ～ 40 代の男性の抗

体価の低下が話題となっている。小児科に限らず

内科を含めた全科及び関係機関で、男性も含めて

予防接種についての啓発をしていただきたい。

　医師に関する求人の申込を受理します。

　なお、医師以外に、看護師、放射線技師、栄養士、医療

技術者、理学療法士、作業療法士も取り扱います。

　最新情報は当会 HP にてご確認願います。

　問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所

　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1

　　　　山口県医師会内ドクターバンク事務局

　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527

　　　　　　E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

山口県ドクターバンク
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平成 30 年度
郡市医師会特定健診・特定保健指導

担当理事及び関係者合同会議
と　き　平成 30 年 9 月 27 日（木）15：00 ～ 16：15

ところ　山口県医師会 6 階会議室
[ 報告 : 常任理事　藤本　俊文 ]

開会挨拶
河村会長　本日はお集まりいただき感謝申し上げ

る。山口県内の市町国保の特定健診受診率は低く、

平成 27 年度から全国最下位になっている。最下

位が続くと、国の助成金などに関係し、最終的に

は県民に影響が及ぶという悪循環になってくる。

本日お集まりの皆様方のご意見を聞きながら受診

率を向上させられるように検討していきたい。

協議事項
1. 平成 29 年度の実施結果について
2. 平成 30 年度の実施状況について（同時報告）
国保連合会　平成 29 年度の県内国保保険者の受

診率は 26.9％で、28 年度の 26.3％よりわずか

に上昇した。特定保健指導の積極的支援につい

ては、県内国保保険者の終了率は 10.4％（前年

度比－ 0.8％）、動機付け支援の終了率は 18.8％

（同－ 0.7％）。今年度も 8 月現在で 4.8％と昨年

より 0.3％減少している。全国的には、26 年度ま

では広島県が最下位だったが、27 年度、28 年度

は山口県が最下位になっている。また、比較的高

い関東の中では神奈川県が低く、比較的低い中国

地方においては島根県が高い。県内市町の 5 年間

の伸び率では山口市・岩国市・下関市が増加して

おり、光市・美祢市・上関町・田布施町で減少し

ているが、全体では 3.0％の伸びとなっている。

支払基金　29 年度は特定健診が合計で 3,680 機

関から 17,638 件の請求があり、前年度と比較す

ると請求機関数は 96.2%、請求件数は 100.8%

という状況であった。特定保健指導は 135 機関

から 391 件の請求があった。

全国健康保険協会山口支部　29 年度の実施率は

被保険者が 59.3％で 2.2% 増加し、被扶養者の実

施率は 23.9％と 1.5％の増加であった。被扶養

者に対しては、集団健診の開催や市町と協力し、

がん検診の同時実施を 12 市町で共同実施してい

る。また、集団健診の中に今回初めて、長門市と

協力し、協会けんぽが実施する特定健診の会場で

長門市の国保加入者が受診してもよいといった方

法で実施する。

広域連合　29 年度の健康診査受診率は 20.8％

と、28 年度より 2.6％上昇した。昨年度に引き

続き、被保険者の健康づくりを応援する「やまぐ

ち長寿健康チャレンジ」を実施しており、応募要

件の一つに健康診査の受診を定め、応募要件を満

たした被保険者を対象に抽選会を行い、景品をお

渡しする。なお、今年度はチャレンジへの取組み

期間を昨年度と比べて 2 か月間延長し、1 年間取

り組めるものにした。また、健康福祉イベント等

でウェットティッシュを配布するなどしている。

公立学校共済組合山口支部　29 年度の健康診査

受診率は 83.1％であった。特定保健指導の積極

的支援は 9.9％、動機付け支援は 11.5％であっ

た。受診率向上の取組みとして、特定保健指導を

医療機関での実施と個別訪問型との併用で利便性

を図っている。

市町国保　28 年度から特定健診の受診率が上昇

したのは 9 市 3 町であった。30 年度市町が取り

組んでいる特徴をまとめると、従来と比較して

新しいものは、葉書での受診勧奨に比較して電話
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郡市担当理事
　大島郡　嶋元　　徹
　玖　珂　山下　秀治
　熊毛郡　曽田　貴子
　吉　南　嘉村　哲郎
　厚狭郡　吉武　正男
　下関市　綾目　秀夫
　宇部市　内田　悦慈
　山口市　山縣　俊彦
　萩　市　宮内　嘉明
　徳　山　椎木　俊明
　防　府　岡澤　　正
　下　松　野原　寛章
　岩国市　松浦　　晃
　小野田　伊藤　　忍
　光　市　井上　祐介
　柳　井　松井　則親
　長門市　吉村　　晃
　美祢市　白井　文夫

山口県医師会
　会　　長　河村　康明
　副  会  長　今村　孝子
　常任理事　藤本　俊文
　理　　事　河村　一郎
　　　　　

山口県国民健康保険団体連合会
　　保健事業課　主査　　　重冨　知巳
　　　同　　　　主任主事　神寶　拓児

社会保険診療報酬支払基金山口支部
　　管理課　副長　　　西村　明彦
　　　同　　管理班長　吉田　　豊

県健康福祉部医務保険課
　　保険指導班　主幹　白木　政司
　　　　同　　　主査	 篠原　朋子
　　　　同　　　主任	 木村　俊雄

全国健康保険協会山口支部
　　保健グループ　グループ長　真島　邦明

○公立学校共済組合山口支部
　　厚生班　主任　表田　直人

山口県後期高齢者医療広域連合
　　業務課　保健事業推進係　係長　須子幸一郎
　　　　　　同　　　　　　　主任　栗田　悠子

市町
　下関市　保険年金課　給付係長　　　　　　　和田　健一
　宇部市　保険年金課　課長　　　　　　　　　山下　浩二
　山口市　保険年金課　副主幹　　　　　　　　近藤　裕子
　防府市　保険年金課　係長　　　　　　　　　安村　良輔
　下松市　保険年金課　主査　　　　　　　　　村上　直子
　岩国市　健康推進課　健診班長　　　　　　　西本　嘉彦
　山陽小野田市　国保年金課　特定健診係長　　別府奈緒美
　光　市　市民課　国民健康保険係　主査　　　浜本健太郎
　柳井市　市民生活課　課長補佐　　　　　　　楠原慎太郎
　美祢市　市民課　係長　　　　　　　　　　　山本　明子
　周南市　保険年金課　医療費適正化担当主査　倉重　始子
　萩　市　市民課　課長補佐　　　　　　　　　野村　　理
　長門市　総合窓口課　　　　　　　　　　　　磯部　江利
　周防大島町　健康増進課　主事　　　　　　　宮本　恭兵
　和木町　保健福祉課　主事　　　　　　　　　岡　　修平
　田布施町　健康保険課　主事　　　　　　　　堀川　雅史
　平生町　健康保険課　主任主事　　　　　　　藤田　智典
　阿武町　民生課　課長補佐　　　　　　　　　近藤　　進

出 席 者
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での受診勧奨が有効、３年連続受診者・職場健診

結果提供者などにクオカード（500 ～ 1,000 円）

の配付、集団健診受診者に血管年齢の同時測定、

検診率の高い医療機関に対する未受診者への勧奨

の依頼、年齢のタイプ別受診勧奨葉書作成、柳井

市・長門市が既に行っている医療機関からの検査

データ提供などがある（後述）。

藤本　県医師会請求事務代行の入力票での変更点

として、血清クレアチニンが詳細な健診項目に追

加されたことに伴い、項目を追加した。血糖の随

時血糖、血中脂質の non-HDL コレステロールの

記載場所を新たに追加した。眼底検査に新たに加

わった Wong-Mitcell 分類や改変 Davis 分類を入

れた。

3. 平成 31 年度の実施に向けて
（受診率の向上について）

藤本　本県の特定健診受診率は市町国保で平成

27 年度から全国最下位になっており、27 年度

25.4％、28 年度 26.0％、29 年度 26.7％であった。

このような状況の中、各市町でも受診率向上に取

り組んでいただいているが、更なる受診率向上と

市町国保最下位脱出を目指して協議を行い、情報

共有を図った（前述）。

　この中で、通院している患者さんの検査結果を

情報提供することについて詳述する。県が市町国

保に対し行う特別交付金について、新たに特定健

診に関する交付基準を設ける。

　新たな基準は、

①自己負担額の無料化：自己負担額の無料化を実

施した場合に、無料化に必要となる額を勘案し、

無料化の対象者 1 人につき一定額を交付する。

②医療機関からの検査結果の提供：診療で特定健

診に相当する検査を既に受けている場合、医療機

関から検査結果の情報提供を受けた場合に県が最

大 2,500 円支払う。

　県医師会としては理事会でも協議し、①自己負

担額の無料化については、市町保険者ごとに検討

され、早くても来年度から実施となるであろう。

また、無料化は多くの都道府県や市町保険者で

実施されており、受診率の向上が期待できるので

はないかと思われる。②検査結果の提供について

は、既に柳井市や長門市で実施され、それなりの

効果があると報告されているが、県の交付基準の

新設により、市町国保から郡市医師会に実施方法

等について相談があるのではないかと思われる。

県医師会としては、推奨はしないが、拒否するも

のではなく、各郡市医師会に干渉しない立場であ

る。その際、情報提供は基本的に健診の項目が全

て揃っているときに同一年度内に行うものである

ことに留意していただきたい。また、検査結果の

提供について厚生労働省の手引きには「治療中で

あっても、特定健診を受診するようかかりつけ医

から本人へ受診勧奨を行うことが重要である」と

書かれており、あくまでも、まず主治医として特

定健診の受診勧奨を推進することが必要である。

　その他に、平成 31 年度の標準単価案について

は、診療報酬は「血液採取（静脈）」が 25 点か

ら 30 点に変更しているが、他は大きく変わって

いない。31 年 10 月に消費税が 10% に上がる予

定であり、消費税が 8% 時と 10% 時の二種類で

の単価をお示しした。

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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平成 30 年度
都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会

と　き　平成 30 年 10 月 10 日（水）14：00 ～ 16：45

ところ　日本医師会館 3F 小講堂・ホール

[ 報告 : 常任理事　中村　　洋 ]

開会挨拶
横倉日医会長　現在、日医では、かかりつけ医を

中心とした医療提供体制や地域包括ケアシステム

の構築を推進し、誰もが住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けられる「まちづくり」に取り組ん

でいる。また、その担い手として、変革期を迎え

る医療を取り巻く環境に対応していける「人づく

り」、医療政策を常にリードし続ける強い「組織づ

くり」を進める中で、地域医療の再興はもちろん、

国民のための安全・安心な医療の実現を目指して

いかなければならない。この「まちづくり」の大

きな柱である地域包括ケアシステムの運用におい

ては、IT を活用した地域医療連携及び医療と介

護の多職種連携は必要不可欠である。ご案内の通

り、日医では 2016 年 6 月に 5 項目から成る「日

医 IT 化宣言 2016」を公表し、医療等分野に関

する情報化や IT 化について、これまで以上に主

導的かつ適切に推進していくことを宣言した。現

在、国のデータヘルス改革などの動きに是是非非

で対応しつつ、医療等分野専用のネットワークの

構築を大きな目標として、会内委員会での検討、

国の審議会や実証事業への関与を始め、担当理事

を中心に積極的に活動しているところである。

　一方、昨年 5 月に改正個人情報保護法が全面

施行され、医療情報は取扱いに特に配慮を要する

個人情報、すなわち「要配慮個人情報」と位置付

けられるようになったため、医療に関する情報は、

ご本人への医療提供に必要な場合などを除き、取

得する際や第三者に提供する際には、原則として

本人同意が必要となった。これは、患者さんの個

人情報保護を第一に考える日医としては画期的な

変革であると考えている。

　そのようなことを背景に、本年 5 月には「医

療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情

報に関する法律」、いわゆる「次世代医療基盤法」

が施行された。この法律は、個人の権利・利益を

守りつつ、医療情報のビッグデータを利活用して

いくために、患者さん個人の同意を必要とせずに、

複数の医療機関などから医療情報を収集し、名寄

せして匿名加工を行った上で、研究・開発などを

行う第三者に提供する事業を行う者を国が認定す

る制度を定めたものである。

　この法制化に当たっては、私も参画している内

閣官房の「次世代医療 ICT 基盤協議会」において

議論が重ねられてきたが、その検討段階から私は、

日医として、この認定事業にしっかり関与してい

くべきであると考えていた。現在、執行部内での

議論と理事会の決定を経て、日医が中心となって、

この事業を担うための一般財団法人を新たに立ち

上げて認定申請を行うべく、詰めの作業に入った

ところである。

　本日はこの次世代医療基盤法の趣旨について、

内閣官房健康・医療戦略室の藤本次長にご講演い

ただくとともに、日医の取組みについてご報告申

し上げ、先生方にご協力をお願いしたいと考えて

いる。

　また、医療は金融、電力等と並び、14 の重要

インフラの一つと位置付けられており、サービス

提供ができなくなるような障害の未然防止、ある

いは万が一、障害が発生した場合の被害拡大坊止

と迅速な復旧や再発防止のための自主的な活動が

求められている。各分野における事業者間の情報

共有や分析機能とそれを行う機関を「セプター」

と称しているが、この 3 月より、日医が医療分

野のセプターの事務局を担うこととなったので本

日は、その活動についてもご報告申し上げる。
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　医師資格証については発行開始から 4 年半と

なるが、先生方の多大なご尽力により、発行数は

1 万 2 千枚を超え、着実に普及しつつある。今回

は日医としての利活用シーンの拡大や普及に関す

る種々の取組みをご紹介申し上げるとともに、先

生方の現場のご意見を拝聴し、さらなる普及の弾

みにしていきたいと考えている。

　

議事
1. 次世代医療基盤法への対応について

（1）次世代医療基盤法について
　　　内閣官房内閣審議官健康・医療戦略室

次長　藤本　康二
健康・医療戦略の推進と次世代医療 ICT 基盤協

議会（平成 27 年 1 月設置、健康・医療戦略室と

IT 総合戦略室による共同事務局）

　健康・医療戦略推進本部が立ち上がり、本部

長である内閣総理大臣並びに全閣僚が参加してい

る。

協議会の目的

①医療 ICT 基盤の構築：アウトカムを含む標準化

されたデジタルデータの収集と利活用を円滑に行

う全国規模の仕組みの構築。

②次世代医療 ICT 化推進：臨床における ICT の

徹底的な適用による高度で効率的な次世代医療の

実現と国際標準の獲得。

医療情報収集の現状と課題

・診療報酬明細書情報（レセプト検査項目、投薬

内容、手術処置の種類等）は一元的に集約される

など利用が進んでいる。

・問診内容、検査結果、治療予後等の収集や利活

用が課題。病院や診療所を跨がる情報の収集も重

要課題。

データベースの役割分担と連携

　認定事業者と多様なデータベースとの役割分担

や連携について、データベースの整備・持続的運

営の効率化や情報の統合的な利活用の効果が享受

できるよう、オールジャパンのデータ利活用基盤

としての最適化を図る。

次世代医療基盤法の全体像（匿名加工医療情報の

円滑かつ公正な利活用の仕組みの整備）

　個人の権利利益の保護に配慮しつつ、匿名加工

された医療情報を安心して円滑に利活用すること

が可能な仕組みを整備。

①高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加

工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療

情報の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確

実に行うことができる者を認定する仕組み（＝認

定匿名加工医療情報作成事業者）を設ける。

②医療機関等は本人が提供を拒否しない場合、認

定事業者に対し医療情報を提供できることとす

る。認定事業者は収集情報を匿名加工し、医療分

野の研究開発の用に供する。

基本方針のポイント

1）認定事業者の認定

　「健康・医療に関する先端的研究開発及び新産

業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資

する」との法の目的を踏まえ、国民や医療機関等

の信頼が得られ、医療情報の取得から、整理、加工、

匿名加工医療情報の作成、提供に至るまでの一連

の対応を適正かつ確実に行うことにより、わが国

の医療分野の研究開発に資する事業者を認定。

　認定に際して考慮する具体的要素は以下のとお

りである。

　①事業者の組織体制

　　・事業を安定的かつ継続的に行う体制

　　・科学的な妥当性を含め個別の匿名加工医療

　　　情報の提供の是非を適切に判断する体制　

　　・事業運営の状況の開示など、透明性の確保

　　　や広報啓発相談への適切な対応体制

　②人員（匿名加工、医療分野の研究開発等）

　　・日本の医療分野の研究開発、情報セキュリ

　　　ティや規格等に関する理解を含む大量の医

　　　療情報の適切な収集や管理、医療情報の匿

　　　名加工等に関する高度な専門性の確保。

　③収集する医療情報

　　・診療行為の実施結果（アウトカム）に関す

　　　る医療情報を、多様な医療分野の研究開発

　　　ニーズに柔軟に応えることが可能な一定以

　　　上の規模で自ら収集。

　④事業計画・事業運営

　　・基本方針に沿った安定的、継続的な運営。

　　・情報の収集加工提供に要する費用の利活用

　　　者への転嫁が基本。
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　⑤セキュリティ（安全管理措置）

　　・組織、人的要因の徹底排除（教育、運用並

　　　びに管理体制の整備、監視カメラ等による

　　　徹底した入退室管理）

　　・基幹業務系と情報系システムの分離、基幹

　　　業務系システムのインターネット等、オー

　　　プンネットワークからの分離

　　・多層防御・安全策の導入（ログ監視、トレー

　　　サビリティ確保、第三者認証等）

2）認定事業者に対する医療情報の提供

　次世代医療基盤法においては、医療機関等は、

あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しな

い場合、認定事業者に対して医療情報を提供する

ことができる（医療機関等から認定事業者への医

療情報の提供は任意）

　①受診等

　　・医療機関内での提示、ホームページへの掲

　　　載等により、いつでも医療情報の提供停止

　　　の求めができること等を周知。

　②通知

　　・最初の受診時に書面で行うことが基本。

　　　（法施行前から通院している患者を含む。）

　　・本人との関係に応じて、より丁寧な形で通

　　　知を行うことは医療情報を提供する医療機

　　　関等の判断。

　　・16 歳未満又は 16 歳以上で判断能力を有

　　　しない者の場合は保護者等に対しても通知。

　③提供停止の求め

　　・受診時に口頭を含め医療機関等の窓口で可

　　　能。その後も認定事業者で受付可能。

　④情報提供

　　・通知後、医療情報の提供停止を求めるため

　　　に必要な期間を置く（目安：30 日間）。

　⑤既に提供された情報の削除の求め

　　・本人を識別可能な情報は可能な限り削除。

医療機関から見た制度のポイント

・医療現場の作業負担等が最小限となるよう認定

　事業者が医療機関内における本制度に係るオペ

　レーションをサポート。

・医療機関は認定事業者から医療情報システム関

　連のサポート（バックアップ、コスト負担等）

　の提供を受けることが可能。

・認定事業者による医療情報の取得、匿名加工、

　提供の一連のプロセスは、法に基づくもので必

　要な手続きがとられているため、医療情報の提

　供に際して、人を対象とする医学系研究に関す

　る倫理指針に求められる倫理審査委員会の承認

　等は不要。

次世代医療基盤法によって実現できること（事例）

　自らが受けた治療や保健指導の内容や結果を、

データとして研究・分析のために提供し、その成

果が自らを含む患者・国民全体のメリットとして

還元されることへの患者・国民の期待にも応え、

ICT の技術革新を利用した治療の効果や効率性等

に関する大規模な研究を通じて、患者に最適な医

療の提供を実現する。

認定事業者の情報基盤の拡充と利活用推進の好循

環の実現

　利活用の成果が医療・介護の現場に還元され、

現場のデジタル化、ICT 化、規格の整備等の取組

みと相俟って、利活用可能な医療情報が質的・量

的に充実することにより、産学官による利活用が

さらに加速・高度化する好循環を実現。

（2）日本医師会における次世代医療基盤法への
対応について

日本医師会常任理事　石川　広己
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究事

業（以下、「AMED」）を進める傍ら、日医内では、

次世代医療基盤法にどのように対応していくかの

検討が行われてきた。その結果、平成 30 年 4 月

17 日の第 1 回理事会において、次世代医療基盤

法を患者、医療関係者にとって実りあるものとす

るため、個々人の「生涯保健情報統合基盤」を構

築・運用する一般財団法人を日医並びに本事業に

賛同する医療関連団体等で設立すること、そして、

同法人が「認定事業者」として認定を受けるべく

申請するという方向性が機関決定された。

収集予定データ

医療情報

〇医療機関全般からの収集情報（医療機関、患者、

保険、病名、日付、診療科と医師、診療内容、投

薬に関する情報）

〇糖尿病患者の情報収集（管理、日付、患者基本、
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糖尿病関連、他院、指導、糖尿病関連病歴、患者

転帰、その他属性、検査、注射、処方、診療に関

する情報）

健診情報

〇収集する健診情報（妊婦健診調査 ( 歯科含む )、

乳幼児健診調査 ( 歯科含む )、就学時健康診断、

学校健診 ( 学校心臓健診、学校腎臓病健診・学校

糖尿病、小児生活習慣病予防健診含む )、定期健

康診断 ( 特定業務従業者の健康診断含む )、特定

健診・特定保健指導 ( 一般健康診査等含む )、健

康増進事業、後期高齢者健康診査）

〇収集するデータ項目（上記における問診・検査

結果・診察内容・所見等）

介護情報

〇標準連携項目：メインのサブシステムによる収

集（基本情報、ケアサービス計画、評価内容、記録）

〇標準連携項目以外：別システムでの収集（主治

医意見書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、

精神訪問看護指示書、訪問看護計画書、特別訪問

看護計画書Ⅰ・Ⅱ、訪問看護報告書、各種介護記録）

死亡情報

〇死亡診断（死体検案）書、出生証明書、死産証書

生活情報

〇（かかりつけ連携手帳）利用者基本情報、医療

機関、介護事業所情報、保険情報、検査情報、治

療情報、介護事業所利用情報、日常活動状況

AMED 事業の進捗状況

　情報収集サブシステムの整備・運用：各地域の

データ出力システムを順次構築中、データ収集一

部開始。滋賀県医師会（びわ湖あさがおネット）、

福岡県医師会、熊本県医師会（くまもとメディ

カルネットワーク）、沖縄県医師会（おきなわ津

梁ネットワーク）の先行協力を得て、データ出力

システムを構築中。約 1,500 人分の医療・健診・

介護・死亡のサンプルデータを収集済。平成 30

年度末までに、医療約 2,000 機関、健診約 300

機関、介護約 300 事業所に協力を依頼し、約 92

万人分のアウトカムデータを確保する計画

一般財団法人の設立（平成 30 年 11 月予定）

　当法人は ､ 医療機関や健診機関 ､ 介護事業所等

から医療情報（「医療分野の研究開発に資するた

めの匿名加工医療情報に関する法律」( 次世代医

療基盤法 ) にて定義される医療情報）並びに附帯

する情報を適正に収集 ･ 統合し ､ 診療支援や臨床

研究を通じて ､ 健康 ･ 医療に関する先端的研究開

発及び新産業創出を促進することで ､ 安全 ･ 安心

な医療提供体制の構築 ､ 医療の質の向上並びに健

康長寿社会の形成を達成するため ､ 次の事業を行

う ｡

①医療情報並びに附帯する情報の収集、保管、匿

　名加工及び解析、匿名加工情報及び統計情報の

　提供

②医療情報並びに附帯する情報の収集 ･ 安全管理 ･

　利活用に係る研究 ､ データサイエンス・人工知

　能開発 ､ コンサルティング ､ 技術支援 ､ 情報提

　供 ､ 普及啓発に関する事業

③ e- ラーニング等を用いた教育 ･ 人材育成に関す

　る事業

④その他 ､ 当法人の目的を達成するために必要な

　事業

提案 : 認定事業者連絡協会（仮称）の設置

　認定事業者間の連携の調整役として設置するこ

とが望まれる。主な機能は、①共通運用指針の策

定（丁寧なオプトアウトの運用指針及び医療機関

における運用支援、患者問い合わせの共通窓口の

設置・取りまとめ・各認定事業者への通知、認定

事業者間でのデータの授受におけるルール策定）、

②認定事業者共通の審査委員会の設置、③認定

事業者間の名寄せ支援、④患者主体の同意・アク

セス権限管理（同意情報ポータル構築等の将来構

想）、⑤認定事業者の認定個人情報保護団体とし

て個人情報保護委員会と連携、⑥匿名加工医療情

報の取扱に関する監査・認証、⑦セキュリティ防

災訓練、⑧全国保健医療情報ネットワーク等、行

政所管のデータ及びネットワークとの連携窓口が

ある。

2. 医療セプターの運営について
日本医師会常任理事　石川　広己

　IT 障害の「未然防止」、「拡大防止・迅速な復

旧」、「要因等の分析・検証」による再発防止を図

り、医療事業者のサービスの維持・復旧能力の向

上に資するため、政府等から提供される情報を適

切に医療事業者等の間で共有・分析することを目
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的に、医療分野の「情報共有・分析機能（セプター）」

として「医療セプター」が平成 19 年度に整備さ

れた。日医は構成員として名前を連ねていたこと

から今般、厚労省からの依頼に基づき、医療セプ

ターの事務局を担うことになった。現在、日本歯

科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、全国自

治体病院協議会等 17 団体を構成員として活動を

進めており、これまでの活動・現行組織を基盤に

した実効性のある体制、医療分野の特性として医

療提供体制の構築・維持には都道府県との情報共

有体制が不可欠である。

　今後の活動については、政府全体の推進体制

としては、内閣官房の内閣サイバーセキュリティ

センター（NISC）が中心となり、セキュリティ

関係機関、関係省庁、重要インフラである医療セ

プター等をつないでいく。さらに、政府では「重

要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 4

次行動計画」に基づき、日頃の情報セキュリティ

の推進や、2020 年のオリンピック・パラリン

ピックに向けた体制の強化も進められていること

から、医療セプターについても、これらを受ける

形で医療関係団体、都道府県医師会並びに郡市区

等医師会とともに医療機関における情報セキュリ

ティを推進していく。

3. 医師資格証の普及について
日本医師会常任理事　長島　公之

　9 月 30 日時点での発行枚数は 12,054 枚となっ

ており、日医会員数に対する割合は 6.7％、全医

師数に対する割合は 3.8％である。

　 医 師 資 格 証 に は、「 身 分 証 」 と し て の 利 用

と「IT」 で の 利 用 が あ る。 身 分 証 と し て は、

①医療機関等の採用時の医師資格確認（医師免

許証と同様に「医師資格証」の提示による資

格確認も認められるようになった。なお、現

在、保険医登録時の資格確認にも使用できるよ

う厚労省に働きかけ中）、②災害時等の緊急時

の身分証（券面の提示によって医師であること

を示すことができる。JMAT 等、災害時におけ

る医療チーム派遣時にも携帯を推奨している）、

③ JAL DOCTOR 登録制度（JAL グループ便の機

内で急病人やけが人が発生し医療援助が必要な場

合、登録医へ客室乗務員が直接声かけをする制度）

がある。また、IT での利用としては、①講習会

受付（生涯教育制度、各種認定医制度、かかりつ

け医機能研修制度等、各種研修会で「医師資格証

出欠管理システム」が導入されている医師会では、

IC カードリーダにカードをかざすだけで受付を

行うことができる）、②ログイン認証（各地域医

療連携ネットワーク、日医が医師資格証保有者向

けに提供している ASP 電子署名システム・医師

資格証ポータル等の個別のサービスへのログイン

時に、従来の ID・パスワードに代わってログイン

認証として使用できる）、③ HPKI 電子署名（電

子化された医療情報に対して、HPKI に準拠した

電子証明書を用いて電子署名を付与することがで

きる）、④研修会受講履歴単位管理（「全国医師会

研修管理システム」を導入している都道府県医師

会等で開催される研修会等に出席した場合は、受

講した研修会の履歴や単位管理を行える。受講履

歴や単位情報を閲覧するためには、日医が医師資

格証保有者向けに提供する「医師資格証ポータル」

へログイン後、受講履歴等を確認することができ

る）、⑤日医 ORCA 管理機構が提供する ASP 型の

文書交換サービス「MEDPost」を利用すること

により、さらに安全に電子化された医療情報のや

りとりが可能、等がある。

　今後、身分証としては保険医登録・麻薬施用者

免許申請・往診時の駐車禁止除外標章申請など、

医療行為を幅広く行っていくために必要となる各

種申請や登録の際の医師免許証による申請手続き

を代替して同等の効力をもつ証明書を目指し、最

終的には医療行為に関連した場面での資格証明の

みに留まらず、保有者を取り巻くあらゆる場面に

おいて活用できる準公的身分証を目指す。また、

IT 利用に関しては、①出欠管理システムの利用

の拡大、その他のシステムとの連携強化として認

定産業医や認定健康スポーツ医への対応や各学会

及び専門医機構等との連携を行い、それぞれが持

つ単位システム等の構造に合わせて改良できるよ

う出欠管理システムに汎用性・拡張性を持たせる

ことにより、さまざまなシステムに対応させるこ

と、②医療分野の ICT 化がより進んでいく中で、

電子世界での真正性・本人性・医師等の資格証明
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において HPKI（医師資格証）による確実な証明

を行うことの重要性・必要性を主張し、診療報酬

上の評価を求めていくこと、③厚労省データヘル

ス改革での活用、④電子処方箋（2020 年度本格

運用予定）での活用を目指していく。

4. その他
①地域医療介護総合確保基金におけるサーバ更新
費について

日本医師会常任理事　長島　公之
　地域医療介護総合確保基金において、事業区

分Ⅰ「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施

設又は設備の整備に関する事業」では、「ICT を

活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」が事

業例に掲げられており、本会としては、地域医師

会等が中心となって構築した既存のネットワーク

が、機能を向上させながら継続的に発展していく

ことが重要であると考えることから、厚労省の担

当課に対し、事業の目的が単純な更新ではなく既

存のネットワークの機能の追加や拡充であり、そ

れを実現するための手段の中にサーバの更新も含

まれる場合には、その費用も地域医療介護総合確

保基金の対象となりうることを確認したので平成

30 年 10 月 5 日付で各都道府県医師会担当理事

宛に文書を発出したことを情報提供する。

②日医テレビ会議システムのライセンス拡張につ
いて（日医情報システム課）
　熊本県医師会が県内のテレビ会議システムの契

約を日医のシステムに統合、日医の枠を増やす形

で契約されているが増加分の費用は熊本県医師会

で支払っていただいている。このメリットは、日

医の講習会をテレビ会議で見る際に、日医からの

1 ライセンスに加えて、ご契約のライセンス数分

だけ、例えば「かかりつけ医機能研修制度の研修

会」等が別会場や郡市区医師会でも見ることが可

能（※ 単位の付与等については担当課との相談が

必要）、また、県内のテレビ会議打ち合わせにも

利用できることである。なお、デメリットとして

は、各都道府県医師会が別のメーカーのテレビ会
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議システムを使っている場合は変更する形になる

こと、今のところ予定はないが日医側でテレビ会

議システムの変更があった場合には同様に変更し

てもらうようになることがある。日医では今後も

多くの先生方に協議会、講習会、委員会に参加い

ただけるよう、引き続きテレビ会議システムの利

活用を推進していくので、ご協力のほど、よろし

くお願いしたい。

③平成 30 年度日本医師会医療情報システム協議
会について（日医情報システム課）
　日医の主催で茨城県医師会を当番県とした標記

協議会（メインテーマ「明日の医療を彩る ICT」）

を平成 31 年 3 月 2 日（土）、3 日（日）に文京

シビックホール「大ホール」「スカイホール」で

開催予定。大ホールの収容人数は1,600人なので、

多くの先生方の参加を希望する。

質疑応答
（1）東京都では、2020 年のオリンピック・パラ

リンピックを迎えるにあたり、観客として来日す

る外国人に対する医療提供についての検討を進め

ているが、その中で大きな問題となるのが未収金

対策である。それを解決可能と言われているのが

医療費のキャッシュレス決済化であるが、これに

ついて、日医が会員向けサービスの一環として、

まとめ役になることを検討されるべきではない

か。（東京都医師会）

日医　訪日外国人に対する医療費の未収金対応に

も関連することであるが、政府の健康・医療戦略

推進本部の「訪日外国人に対する適切な医療等の

確保に関するワーキンググループ」の中で、対策

の一つとして円滑な支払いの確保、キャッシュレ

ス決済比率向上への環境整備、医療費前払いによ

る支払方法の提示等の検討に取り組むことになっ

ている。世界各国ではキャッシュレス化が進んで

いるが、日本は治安の良さ等の社会情勢、店舗に

おける端末設置の負担コスト、加盟店の手数料等

による問題がある。対策としては経産省が立ち上

げる「キャッシュレス推進協議会」（仮称）に厚

労省、環境省が入って検討することになっており、

日医としてもこれに対応して会内に委員会を立ち

上げ検討していく予定である。

（2）日医は各都道府県医師会にどの程度までの

サイバーセキュリティ対策を求めているのか。ま

た、万一、関係する組織からの情報漏洩が発生し

た場合、どのように対応されるのか。

①組織的対策（ネットワークの環境指定、情報セ

キュリティ担当役員配置 等）

②技術的対策（OS の最新バージョン指定、統合

脅威管理（UTM）の設置 等）

③人的対策（教育、研修、IT エンジニア雇用 等）

（愛知県医師会）

日医　重要インフラは大学病院や地域の中核と

なる大病院を想定しており、セキュリティ担当部

署を設置する等の対応が必要と考えている。しか

し医師会事務局にはそこまでの対策は求めておら

ず、一般的に行う対策として、事務所で使用する

パソコンへのウイルスソフトの導入や最新の OS

へのアップデートを行う等の対応は行っていただ

きたい。ネットワークの環境についての指定は特

にない。セキュリティ担当役員については各県の

情報システム担当理事の兼務と考えている。OS

についての指定は特にないが、メーカーのセキュ

リティアップデートをサポートしている所でない

といけないと思う。UTM については、あれば良

いと考えるが強制するほどのものではない。人的

対策については、できれば望ましいが予算との兼

ね合いもあると思うので可能な範囲で行っていた

だければと思う。

　情報漏えいが発生した場合についてだが、セプ

ター事務局になったからといって、特別に捜査権

が与えられているわけではない。日医に関係する

情報が漏えいしていないか等を確認するため情報

収集し、対応が必要であれば早急に対応する。も

し、サイバー攻撃を受けた場合には、「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」を基

に厚労省、医政局、研究開発振興課で対応するこ

とになる。一般的な情報漏えいであれば個々の

団体でのガバナンスが重要だと思う。漏えいで最

も多いのは、USB メモリーの紛失等であるので、
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そういった基本的なことから注意していただきた

い。

（3）実質的にほぼ全医療機関が「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」の遵守対

象になっているが、通読するには一定の ICT リ

テラシーが必要になるため、その内容が浸透して

おらず、院内の運用管理規程（セキュリティポリ

シー）すら作成していない医療機関が多数あるよ

うに見受けられ、ICT リテラシーの乏しい会員も

サポートするような体制で、日医施策の推進をお

願したく、院内の運用管理規程について、雛形の

提示や平易な解説を行っていただければ幸いであ

る。また、日医自身の運用管理規程を提示いただ

ければ大いに参考になるので、よろしくお願いし

たい。（大阪府医師会）

日医　平成 29 年 5 月に出された「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」第 5 版

については、日医から同年 6 月 8 日付の文書に

て送付させていただいている。当ガイドライン

は、医療機関における電子的な医療情報の取扱い

に係る責任者を対象として、遵守すべき事項とい

うことで個人情報保護に関する方針の制定及び公

表し、ネットワークからの不正アクセス対策、診

療録等の電子署名、選定責任の明確化、診療録の

スキャナ等により電子化して保存する場合等につ

いての指針を制定している。これまで定期的に見

直しを行ってきており、第 5 版では医療機関等

を対象とするサイバー攻撃の手法の多様化・巧妙

化、IOT 等の新技術やサービス等の普及、医療情

報システムを取り巻く環境の変化、本年 5 月 30

日に全面施行された改正個人情報保護法、医療

介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイダンス等への対応を目的として出

されている。個人情報保護法が改正されて、電子

的な医療情報を取り扱う事業者として介護事業者

及び医療情報連携ネットワーク運営事業者が明確

に追加された。そして個人の所有する、あるいは

個人の管理下にある端末の業務利用を行うべきで

はないということが明確化された。また、当ガイ

ドラインには、すべての医療機関並びに管理者向

けとして添付されており、わかりやすく読めるよ

うになっているので、ぜひ参考にしていただきた

い。

　運用管理規程については日医セプター事務局に

なったことに伴い、セキュリティポリシーの策定

を検討していきたいと考えている。なお、セキュ

リティに関しては、NISC のサイトに誰が印刷し

ても利用しても良いということで、マンガで説明

した非常に分かり易いサイバーセキュリティの本

が掲載されているので、ご参考にしていただきた

い。

（4）医師資格証を使用する際に HPKI 認証基盤

の普及の制約となっている Windows OS、モバ

イル端末について、早急に対応してほしい。

（兵庫県医師会）

日 医　 ま ず、Windows OS に つ い て は、 現 在

最も新しい HPKI カードドライバを使用すれば

Windows 10 まで対応している。ドライバの最新

のバージョンは 1.41 となっているので、ご確認

願いたい。なお、各地域の医療連携ネットワーク

のログイン認証に使用する場合には、ネットワー

クシステムの構成によっては最新のドライバが

使用できない場合もあるのでシステムのベンダー

の方にお問い合わせ願いたい。モバイル端末につ

いては、アンドロイド端末、iPhone、それぞれ

に日医では対応できない問題がある。アンドロイ

ドに関しては、OS の処理上の問題で IC チップの

情報について暗号処理ができないことになってお

り、チップの情報は読み取れても認証処理はでき

ない状況である。iPhone に関しては Apple 社が

外部通信用のインターフェスを公開しておらず、

PKI に個別対応はしていないため、現時点では実

現できない。これらについては引き続き調査して

いきたいと考えている。
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第 40 回 産業保健活動推進全国会議
と　き　平成 30 年 10 月 11 日（木）13：00 ～ 17：30

ところ　日本医師会館大講堂

[ 報告 : 常任理事　中村　　洋 ]

Ⅰ　開会挨拶
厚生労働大臣　根本　匠（代読：厚生労働省労働

基準局安全衛生部長　椎葉茂樹）　産業保健活動

に期待される役割は、働き方改革実行計画にも盛

り込まれている通り、産業医、産業保健機能の強

化、治療と仕事の両立支援を確実に推進していく

ことが特に求められている。産業医、産業保健機

能の強化については、産業医による面接指導や健

康相談が確実に実行される仕組みを構築するとと

もに、産業医の独立性や中立性を高め、産業医学

の専門的立場から一層効果的な活動を行いやすい

環境を整備することが労働安全衛生法の改正に盛

り込まれている。治療と仕事の両立支援について

は、疾病リスクを抱える労働者は年々増加傾向に

ある。労働者の高齢化が進んでいく中で、職場に

おいては疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立

への対応が増えることが予想される。このような

状況を踏まえ、両立支援コーディネーターの研修

カリキュラムを取りまとめるとともに、平成 30

年度診療報酬改定において、がん患者の治療と仕

事の両立支援に関する診療報酬を新設している。

多様な働き方ができる社会の実現が目指される中

で、働き方を選択する人たちのセーフティーネッ

トとして、以上の対策の実行が不可欠であると考

える。みなさまには引き続きのご協力をお願い申

し上げる。

日本医師会長　横倉義武　人口減少社会におい

て、社会の活力の基盤である労働者の健康管理は

非常に重要な課題である。産業保健活動の推進は、

労働者の健康の保持増進を通じて、わが国の持続

可能な社会の構築に大きく貢献するものと確信し

ており、産業医の先生方や産業保健活動総合支援

事業に期待される役割はますます増大している。

本年 6 月に働き方改革関連法案が成立し、労働

者が事情に応じて多様な働き方を実現する “働き

方改革” を実現するために、労働時間に関する制

度の見直し、インターバルの普及促進、産業医、

産業保健機能の拡充などの措置が講じられる。ま

た、本年 4 月より第 13 次労働災害防止計画が始

まった。これは、労働災害を減少させるための中

期計画であり、今期は死亡災害の撲滅を目指した

対策の推進、過労死等の防止、労働者の健康確保

対策の推進をはじめとした 8 項目の重点項目が

挙げられている。このようなことから、産業保

健機能の重要性がこれまで以上に高まると予想さ

れ、日本医師会が各地域の事業者からの要請に対

応できる支援が必要となっており、本日は産業医

の取組事例と産業医の普及調査及び今後の支援体

制のあり方について議論をいただきたい。

労働者健康安全機構理事長　有賀　徹　当機構

は、勤労者医療の充実、勤労者安全の向上、産業

保健の強化の 3 つを理念としており、わが国の

産業経済の礎をもとに発展させるとともに、勤労

者一人ひとりの人生を支える役割でいたいと考え

活動している。産業保健の分野については、3 事

業が一体化されて産業保健活動総合支援事業が発

足し、事業運営等について多くの関係各位のご助

言で円滑に運営できている。労働人口が減少し、

少子高齢化が急速に進んでいる状況で、労働者は

療養後の職場復帰や就労しながら治療を続けるよ

うなシステムの構築が急務であるという認識のも

とに、平成 26 年から治療と仕事の両立支援に取

り組んできた。国の「働き方改革実行計画」にも

あるように、引き続き両立支援コーディネーター

の研修を開催していきたいと考えている。治療と

仕事の両立支援の意義を社会全体として周知・啓

発していくとともに、医療機関においても相談窓

口を広げながら個別の患者の支援にもあたること
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を目標としており、引き続きご協力をお願いした

い。一方で、労働者のメンタルヘルス対策も重要

な課題となっており、ストレスチェック制度につ

いても一定の理解が得られたと考えるが、今後は

この制度に基づく集団分析、職場環境の改善が課

題となると考える。治療と仕事の両立支援、労働

者のメンタルヘルスの対策等、産業保健には重要

な課題が多くあるが、国民が豊かな生活を送るた

めには、産業・経済が時代の要請に応じて発展し

ていくことが基盤となる。

産業医学振興財団理事長　清水英佑　産業保健

を取り巻く状況には相変わらず厳しいものがある

が、このような中、本年 6 月 29 日に働き方改革

法の成立により、職場の公共問題に対する社会一

般の認識が広がっていくことは、産業医学・産業

保健に携わる者にとっては、大きなチャンス・チャ

レンジである。特に、先般のストレスチェック実

施の義務化に続き、法改正により産業医の権限・

責任は更なる拡大の様相を呈しており、産業医を

はじめとする産業保健のチームとしての対応によ

り、課題解決に向けて協働することの重要性がこ

れまで以上に高まっている。一方、課題の多さに

比べて産業保健を担う人材の養成がまだ十分でな

い現状にある。当財団としては知恵を集め、企業

規模や業種の如何を問わず、すべての労働者が健

康で生き生きと働けるような環境を実現するとい

う産業保健の究極の目標に向けて進んでいかなけ

ればならない。

Ⅱ　活動事例報告
（1）治療と職業生活の両立支援の取組み
　　岩手産業保健総合支援センター 

産業保健専門職　萩野　とも子
　県内の 7 か所の労働基準監督署管内に地域窓

口が設置されており、当センターでは、両立支援

促進員を 2 名配置している。県内の主要死因と

しては、悪性新生物が最も多く、次いで心疾患、

脳血管疾患の順となっている。年代別の死因割合

では、悪性新生物は男女とも 50 ～ 70 代に多く

なっている。県内には、がん診療連携拠点病院

が 10 か所あり、県内にある 20 か所の県立病院

のうち 9 か所が地域がん診療連携拠点病院となっ

ている。当センターでは、岩手医科大学附属病院

のがん相談支援センター内に出張窓口を設置し、

両立支援促進員が毎月 1 回出張しており、それ

以外の日も連絡があれば対応している。当セン

ターでは平成 29 年度より両立支援にも取り組ん

でおり、内容としては行政機関との連携、がん相

談支援センターとの連携、事業者研修会・セミナー

の開催である。

　個別支援については、29 年度は 4 件の相談が

寄せられ、このうち個別調整支援まで進めたのは

1 件であった。がん患者の職場復帰を妨げる因子

として、労働者側では、がんの宣告によるショッ

ク、医療費等の心配や仕事を考えられない状況

であったり、再発や会社に迷惑がかかったりと考

えているようである。事業者側では働ける体力が

あるのかという古いイメージがある。双方の思い

込みにより就労継続に尻込みをしていると思われ

る。これらを踏まえ、30 年度の取組みとしては、

両立支援促進員の特性を考慮して担当分野を分け

ている。一人は以前、大学病院に勤務した経験を

有しており、出張相談窓口を担当してもらった。

医療従事歴を活かした患者、家族への対応や病院

職員との連携を期待した。もう一人については地

域の保健師団体の役員を長年務めた経験を有する

者で、地域の深い人脈から事業場へのアプローチ、

保健所等との連携や情報収集を期待した。具体的

な取組みとしては新規の事業場へのアプローチと

して、商工団体や労働災害防止団体の総会やセミ

ナーの場に出席し、両立支援制度の説明を行い、

事業場訪問をさせていただくことを伝えることで

ある。これにより、促進員や環境保健専門職がア

ポイントを取りやすくなっている。また、メンタ

ルヘルス対策促進員には事業者の担当者と会う際

はカードを渡し、後日、連絡があることをお伝え

することでアポイントを取りやすくしている。

　産業保健専門職の主な活動としては、新規事業

場の把握と両立支援促進員の活動の調整や支援及

び自らの事業者訪問の実施となる。産業保健専門

職による促進員への支援としては、個別訪問支援

事業場の選定、促進員への事業場訪問の指示、居

住地から遠い場所や複数人で対応した方が良いと
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判断する場合は促進員に同行することで活動しや

すい環境を作っている。その結果、個別訪問の件

数を 29 年度の 16 件から 30 年度は上半期だけ

で 93 件と大幅な増加となった。

　30 年度の活動を振り返り、事業場の反応とし

ては両立支援のことを知らなかったり、始めたく

ても準備の仕方がわからなかったり、主治医との

連絡調整に懸念を持っていることがある。課題と

しては両立支援制度について立場ごとの周知啓発

の工夫が必要であったり、関係者間の共通認識や

連携の仕方が不十分であったと考えている。今後

は、両立支援が有効に機能するための具体的要因

を提示するほか、医療機関との連携、がん患者及

び家族へのアプローチを行っていきたい。

（2）メンタルヘルス対策支援に係る取組について
　　　石川産業保健総合支援センター

　 所長　小山　善子
　当センターには、産業保健相談員 19 名、メン

タルヘルス対策促進員 10 名を配置している。ま

た、地域窓口が 5 か所に分かれており、登録産

業医は 175 名いる。県内の事業所数は 61,799

か所あり、7 割が第 3 次産業である。また、50

人以下の事業所が 98% を占めている。

　専門的研修・教育実施状況では、産業保健関

係者への専門的研修が全国平均 94.8 件に対して

172 件、管理監督者向けメンタルヘルス教育が

全国平均 74.9 件に対して 169 件である。また、

開催日時は受講者の便宜を考慮し、県庁所在地以

外の場所で土・日、夜間に開催した。

　専門的研修テーマとしてはメンタルヘルスが多

く、全国平均 29 件に対して当県では 100 件行っ

ている。メンタルヘルス対策促進員は、全国平

均 171.6 件に対して 459 件の訪問を行っており、

特に製造業、建設業への支援を多くしている。支

援項目としては、ストレスチェック、心の健康づ

くり計画策定、事業場内体制整備が多い。

　当センターへの相談件数も全国平均 853 件に

対して 1,374 件と多い。地域窓口の相談内容で

は意見聴取に続き、当県が力を入れているメンタ

ルヘルスは全国平均の約 4 倍近い件数である。

　課題としては、若年労働者の教育研修は平均並

みであったが、両立支援研修やセミナーの開催は

少なかった。

促進員の活動が顕著であった理由

①当センターでは昔からメンタルヘルスに力を入

れており、事業所からのニーズも多い。

②労働衛生専門職が県内事業所の状況を把握して

おり、促進員との連携が緊密で円滑に事業を推進

している。

③促進員の適切な配置。

④産業保健助成金の利用促進による活動増加。

⑤促進員自身が積極的に活動している。

⑥労働行政（労働局・監督署）からの支援要請。

（3）新潟地域産業保健センターの活動について
　　新潟地域産業保健センター

コーディネーター　長谷川　邦夫
　県内には産業保健センターが 11 か所あり、当

センターは政令指令都市である新潟市全域を所管

としている。新潟市の人口は約 80 万人であり、

県民の 1/3 が集中している。

　平成 24 年度と 29 年度の定期健康診断結果に

ついての意見聴取件数を比較すると約 3.3 倍増え

ており、人数は約 2.6 倍増えている。特に 28 年

度比較では件数、人数ともに約 1.5 倍の増加であ

る。

　健康相談の実施方法としては、対面方式をとっ

ており、必ず事業者に来ていただき、意見聴取を

行ったり、健診結果等のやり取りを行ったりして

いる。これにより、産業医は所見である労働者の

勤務形態、生活状況等を直接確認できる。事業所

の担当者は産業医からの健康面の助言、指導法を

直接聞くことができるため、労働者に対する健康

管理に役立てることができる。

　本来であれば事業所の労務担当者が記載した労

働者等の健康診断個人証明に医師の意見を記載す

るが、当センターでは所見者の産業医指導証明書

を作成し、有所見者ごとに就業区分、医師の意見

等を書き、一覧表にすることで意見聴収したこと

としている。これにより短時間での健康相談件数

を飛躍的に伸ばすことができている。

　課題としては、登録産業医の高齢化と確保、「大

企業」の支店・営業所への対応増がある。特に大
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企業への対応については、本社の選任産業医への

依頼を勧めているが、支店等は契約外であること

から、当センターが引き受けるような状況となっ

ている。この課題を解決することで時間が確保で

き、健康相談の回数を増やすことができると考え

る。

（4）那覇地域産業保健センターの活動について
　　那覇地域産業保健センター

コーディネーター　翁長　英好
　当県に地域産業保健センターは 5 か所設置さ

れている。県内の適用事業場数は 44,757、その

うち小売業、サービス業が 84.1% を占めている。

50 人未満の小規模事業の労働者は全体の 58.7%

を占めている。

　定期健康診断有所見率の推移は平成 23 年より

7 年連続で全国ワースト 1 位となっており、健診

項目別の有所見率では血中脂質が一番高く、全国

と比べ、血圧よりも肝機能が高い結果となってい

る。この背景としては、戦前は野菜や芋類中心の

生活であったものが、戦後、肉類の多い食事へと

変わってきたことがある。さらに、飲酒の習慣が

ある人が男性で約 9 割、女性で約 7 割となって

いる。また、当県は近くのコンビニに行くのも車・

バイクを使うほどの車社会であり、歩く人が少な

い。

　当センターの担当地域は 5 市・5 町・6 村で構

成されている。県全体における当センター管内の

事業場は 23,723 事業場で全体の 53%、労働者

は 296,328 人で 57.4% である。事業場別では、

50 人未満の小規模事業が多くを占めており、事

業場が 95.9%、労働者が 54.9% である。業種別

では非工業的業種が多くを占めており、商業、接

客・娯楽業、医療・福祉業の順である。

　産業保健活動実績としては意見聴収の件数や事

業場数が年々増加している。意見聴収が増えてい

る要因としては、労働基準監督署の事業場指導や

毎年 6 回の意見交換の実施がある。また、保健

師による産保事業の紹介、小規模事業場対象の研

修会の実施、検診センターにて健診を受診してい

る事業場の継続等があり、最終的な目標は健康相

談・個別訪問へ繋げることである。相談があれば

事業場へ訪問し、パンフレットで意見聴取が事業

主の義務であることを周知している。

　課題としては、産業医不足の解消、離島への対

応、地産保の利用促進がある。産業医が決まらな

ければ、保健師での対応も検討している。地産保

の利用促進についてはパンフレットを各検診セン

ターが小規模事業場へ送付する仕組みを構築した

いと考えている。

Ⅲ　説明・報告
（1）最近の労働衛生の動向について

　　厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長　神ノ田　昌博

働き方改革の背景について

　人口の高齢化に伴い、2065 年には生産年齢人

口割合が 51.4% となり、国民の 1/2 が働く社会

となることが予想される。今後も高齢者の増加が

見込まれる中で、社会の活力を失わないためにも、

誰もが社会で活躍する「一億総活躍プラン」が

平成 28 年 6 月に閣議決定されており、ここでは

① GDP600 兆円、②希望出生率 1.8、③介護離

職ゼロを目標として掲げている。

　年間総労働時間の推移ではパートタイム労働者

を含む全労働者は減少しているが、パートタイム

労働者を除いた一般労働者は年間 2,000 時間を

超えており、20 年間横ばい状態にある。労働時

間が短い国ほど生産性が高い傾向があるため日本

は世界的にも労働生産性が極めて低いと言え、日

本も働き方の見直しが必要である。昨年 9 月に「人

生 100 年時代構想会議」を設置している。今後、

寿命が延び 100 歳超の人口が増加することを踏

まえ、教育、仕事、引退の「3 ステージモデル」

からリカレント教育を進める「マルチステージの

人生」に変えていくことで生産性が向上すると考

えている。

　日本の労働制度と働き方にある課題としては次

の 3 点がある。1 点目は、非正規の不合理な処遇

の差をなくすことである。そのためにも、世の中

から「非正規」という言葉を一掃することで理由

なき格差が埋まり、労働生産性が向上する。2 点

目は、長時間労働である。一般労働者については

長時間労働が続いており、健康の確保だけではな
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く、仕事と家庭生活との両立を困難にし、少子化

の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性

の家庭生活を阻む原因となっている。そのために

も、長時間労働を自慢するような現状を変えるこ

とでワーク・ライフ・バランスが改善され、女性

や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の

向上に結び付く。また、経営者は短時間での成果

を求めるようになるため、労働生産性の向上につ

ながる。3 点目は、単線型の日本のキャリアパス

である。転職が不利にならない労働市場や企業慣

行を確立すれば、自分に合った働き方が選択でき、

マルチステージの人生につながる。

産業医・産業保健機能の強化について

　時間外労働の上限規制については、現行は三六

協定を結ぶことで上限を超えることが許されてい

たが、改正後は法律による上限が設定される。な

お、研究開発業務は上限規制の適用除外となる代

わりに、医師による面接指導の実施が義務付けら

れる。また、努力義務として一日の勤務終了後、

翌日の出社まで一定の休息時間を確保する仕組み

である。勤務間インターバル制度の導入や、年次

有給休暇の確実な取得やフレックスタイム制の見

直しもある。　

　労働安全衛生法改正の概要としては以下のとお

りである。

1. 面接指導等

○労働時間が 1 月あたり 100 時間を超えた研究

開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度の

対象労働者には、申出なしで医師による面接指導

の実施が事業者の義務となる。

○一般労働者に対する面接指導の対象が労働時間

100 時間超から 80 時間超へ見直し。

○長時間労働者に対し、労働時間の状況に関する

情報を通知することを事業者の義務とする。

2. 産業医の独立性・中立性の強化

○産業医は、必要な医学に関する知識に基づいて、

誠実にその職務を行わなければならない。

○産業医に、知識及び能力の維持向上の努力義務。

○産業医の解任等について衛生委員会への報告を

事業者の義務とする。

3. 産業医に対する情報提供等

産業医への以下の情報提供を事業者に義務付け

る。

　①健康診断、面接指導実施後の就業上の措置の

　　内容等

　②長時間労働者（80 時間超の時間外・休日労働）

　　の氏名、超過時間等

　③労働者の業務に関する情報（産業医等が健康

　　管理等を行うために必要と認めるもの）

4. 産業医の権限の明確化

○産業医の以下の具体的な権限を例示する。

　①事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見

　　を述べること。

　②労働者から情報収集すること。

　③緊急時に、労働者に対して必要な措置を指示

　　すること。

　④衛生委員会に対して調査審議を求めること。

5. 産業医の勧告の実効性の確保

○産業医が勧告をしようとするときは、あらかじ

め事業者の意見を求めるものとする。

○産業医の勧告について、衛生委員会への報告を

事業者に義務付ける。

○衛生委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じ

た措置の内容等の記録・保存を事業者に義務付け

る。

6. 健康情報の取扱ルールの明確化・適正化

○事業者は、労働者の健康情報を取り扱う場合は、

健康の確保に必要な範囲内で取り扱う。

○労働者の健康情報を適正に管理するために必要

な措置を事業者に義務付ける。

○厚生労働大臣は、事業者による健康情報の取扱

いの適切かつ有効な実施を図るために必要な指針

を公表する。

7. 産業医等に直接健康相談ができる環境整備

○産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切

に対応するために必要な体制の整備等を、事業者

の努力義務として規定。

○産業医の業務に関する以下の事項等を、労働者

に周知することを事業者に義務付ける。

　①産業医の業務の具体的な内容

　②産業医に対する健康相談の申出方法

　③健康情報の取扱方法

健康経営について

　「健康経営」とは、「企業が従業員の健康に配
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慮することによって、経営面においても大きな成

果が期待できる」との基盤に立ち、健康管理を経

営的な視点から、戦略的に実践することである。

2018 年度は健康経営優良法人が大幅に増加して

いることから、産業保健活動を経営上の「コスト」

ではなく、戦略的な「投資」として考えている企

業が増えていることがわかる。

メンタルヘルス対策について

　ストレスチェックは一次予防であり、メンタル

ヘルス不調の未然防止が目的である。その際、面

接指導での個人へのアプローチも重要だが、併せ

て集団へのアプローチを重点に取り組んでいただ

きたい。企業ごとに集団分析をすることで、年々

職場環境が改善され、ストレスの軽減につながる

と考える。

（2）産業医の組織化について
1）取組事例の報告
①埼玉県医師会　

埼玉県医師会常任理事　徳竹　英一
　当会におけるシステムでは、産業医委嘱契約

は、嘱託医と郡市医師会にて契約が検討、承諾後

に当会に提出されて、常任理事会にて確認後に委

嘱契約を締結する二重チェックシステムとなって

いる。また、産業医の職務活動中、事業場への往

復途上の事故等についても産業医傷害保険の契約

が含まれた内容となっている。職務の内容並びに

委嘱料、追加職務に対する報酬等が明記された契

約書を推奨している。当会が作成したひな型契約

書の場合は以下の順序で用いる。

①事業場が郡市医師会へ産業医の紹介を依頼

②郡市医師会は会内で検討後、事業場へ産業医を

　紹介

③郡市医師会は事業場に紹介する際、委嘱契約書

　のひな型、産業医傷害保険を案内

④事業場と当該産業医の間で交渉

⑤事業場と当該産業医の間で契約締結

⑥事業場は、事業場と当該産業医の押印済みの契

　約書 4 通を郡市へ提出

⑦郡市は 4 通の契約書の内容を確認後、確認印

　を押印し、4 通を県医師会へ提出

⑧県医師会で 4 通の契約書の内容を確認後、確

　認印を押印し、郡市へ 3 通を送付

⑨郡市は 2 通を事業場へ送付（もしくは郡市か

　ら事業場と産業医へ 1 通ずつ送付）

⑩事業場は 1 通を産業医へ送付

⑪事業場は産業医傷害保険に加入

※ひな型契約書でない場合は、事業場は独自の契

約書（四者契約）で当該産業医と交渉

　今後の課題としては、多様化・複雑化する産業

保健の中で、産業医全体のスキルアップや資質向

上や、産業医の職務増加に伴う環境整備である。

　　埼玉県医師会産業保健委員会
委員長　松本　雅彦

　大宮医師会産業医会は平成 3 年 11 月 8 日に、

会長 1 名、副会長 2 名、幹事 2 名、監事 2 名で

発足した。当初の事業は産業医の研修、事業場保

健衛生の普及向上、会員相互並びに事業所間の連

携及び親睦であった。現在の会員は 144 名であ

る。

　当産業医会は、県医師会からの助成を受けて産

業医研修会を年に 3 ～ 4 回開催している。その

うち、年 2 回の研修会に合わせて情報交換会を

行い、親睦を通じて医会の結束を図っている。ま

た、事業場への産業医推薦、会員への産業医斡旋

を行っている。

　県医師会産業保健委員会・産業医会との連携に

ついては、産業医研修会への助成や産業医委嘱契

約書（書式）の提供・確認、県立学校健康管理医・

県庁出先機関の健康管理医等との契約、産業医情

報の提供がある。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②岐阜県医師会
岐阜県医師会副会長　池田　久基

　当会の認定産業医数の推移は平成 20 年から横

ばい状態にある。原因としては更新に必要な 20

単位の取得が困難、産業医としての活躍の場が

ないことである。そのため、20 単位を取得しや

すくするために、毎年 20 回前後研修会を開催す

ること、実地単位取得のために日医認定健康ス

ポーツ医との合同研修会を年 1 回開催すること、

個別訪問産業保健指導を行うようにした。また、

30 年度から受講料を変更し、県医師会会員かつ
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産業医部会会員は無料、それ以外の者は有料とす

ることで医師会員の増員を図っている。

　産業医の契約方法は事業場から紹介依頼があっ

た際は、地域医師会が会員の中から産業医を紹介

する。また、トラブルを避けるために事業場、会員、

地域医師会での三者契約を勧めている。契約内容

として、長時間労働者、ストレスチェックの面接

指導の料金は月額報酬とは別に定められている。

　平成 29 年 10 月から県立学校全 83 校に産業

医を選任し、任期は 3 年、報酬月額は 25,000 円

とした。長時間労働者及びストレスチェックの

面接指導は 1 人あたり 21,500 円であり、実施す

る医療機関を別途募集（56 医療機関）して、そ

のリストを県教育委員会へ提出している。面接

希望者はリストから選択できるシステムとなっ

ている。将来的には、市町村立学校に産業医の選

任を考えているが、学校数が多いため、複数の小

中学校を対象とした共同選任を考えている。学校

と並行して、平成 30 年 7 月から県総合庁舎の全

9 か所の事務所にも産業医を選任しており、報酬

月額は 100 人未満で 25,000 円、100 ～ 200 人

で 30,000 円、200 人以上で 35,000 円、任期は

1 年としている。長時間労働者の面接指導は 1 人

あたり 22,000 円である。

2）産業医需要供給実態調査事業
産業医学振興財団事務局長　及川　　桂

　近年、企業の産業医に対する需要が増加し、需

給の不均衡が拡大しているとの意見が多いことか

ら、昨年度より産業医科大学と当財団との共同に

より、厚生労働省の補助事業として実施している。

調査対象は事業所及び個人（産業医・産業医科大

学集中講座受講者）である。

　事業所調査では、産業医の採用・選任が「困難

である」53.6%、「容易である」44.3% であった。

しかし、企業規模別では、1,000 人以上は「困難

（68.6%）」が「容易」（31.0%）を上回るが、1,000

人未満は「容易」（52.9%）が「困難」（44.0%）

を上回った。また、業種別では、医療・福祉で「容易」

（60.4%）が「困難」（38.1%）を上回るが、製造

業やその他の業種では「困難」（59.1%）が「容

易」（38.6%）を上回っている。地域別では、東京・

神奈川は「容易」が「困難」を上回るが、北海道・

東北、関東（東京・神奈川以外）、東海、近畿な

どは「困難」が「容易」を上回っている。産業医

の採用・選任が困難な理由として多いのは、人材

確保のルートがないことであり、容易である理由

として多いのは、医療機関の場合は社内に医療人

材がいること、医師会・大学からの紹介があるこ

とが挙げられる。今後、採用・選任の整備・充実

のために望む手段としては、「産業医科大学への

求人依頼」、「地元の医師会からの紹介」が多い。

現在、産業保健活動の支援を受けているのは「関

連会社や企業グループの支援」が多いが、今後は

「都道府県産業保健総合支援センター」、「地元医

師会・地域産業保健センター」の利用希望が多い。

また、産業医に対する職務能力向上の機会として

は、「事業所として機会の付与なし」が最も多い。

　産業医個人調査では、選任された際の経路は知

人・縁故による紹介が最も多く、医局・出身大学

からの紹介、医師会からの紹介が多い。今後、選

任される際に利用したい経路としては、知人・縁

故による紹介につづき、医師会からの紹介が多く

なっている。産業医業務を行う際に重視する条件

としては「事業所の産業保健活動に関する理解」

を挙げる人が多く、充実した産業医活動を行うた

めに重要なことでも「事業者（経営者）の産業保

健への理解」が多くなっている。

　産業医科大学集中講座受講者の産業医資格を取

得しようと思った理由では、「今後、何かの役に

立つと思ったため」（61.3%）であり、受講の時

点では見通しを持っていない者が多数である。

　今後さらに実態の把握や課題への対応が必要と

なってくる。産業医の需給調整機能という点で

は、産業医の供給に携わっている組織や医師会の

機能を活かして取組みを進めていくことが重要で

あり、今年度については、供給に携わっている組

織・団体の取組み、地域内での連携に対する事例

調査を行っていくので、ご理解・ご協力をお願い

申し上げる。

3）日本医師会での検討
日本医師会常任理事　松本　吉郎

　産業医（部）会を設立している都道府県は 20
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県であり、「ない」理由としては、「医師会・委員

会等で対応している」、「必要と思わない」がある。

産業保健委員会は 40 県で設置されている。郡市

区医師会での産業医紹介の取組状況は、郡市区医

師会の 80% 以上で行っている都道府県医師会は

19 医師会であった。60% 以上を合わせると 27

医師会となり、半数以上の医師会で実施されてい

ることになる。

　調査を行った際の意見・要望は以下のとおりで

ある。

産業医の選任や職務に関する主な意見

・産業医の職務が多様化し負担が増えている

・需給が乖離しており、選任が困難

・産業医の資質や姿勢が課題となっている

・産業医の高齢化が顕著である

・郡市区医師会単位での産業医と事業所のマッチ

　ングが重要

契約・報酬に関する主な意見

・報酬が不十分である

・報酬基準の目安を組織として設定してほしい

・産業医の地位向上並びに身分保障に向け、組織

　的な支援をしてほしい

産業医の質の向上・研修会に関する意見

・日本産業衛生医部会等と連携して、互いの利益

　になることを共有してほしい

・研修の質の維持、向上

・社会科学など隣接領域のテーマを積極的に取り

　入れてほしい

・医師資格証の普及を進め、産業医の単位管理等

　を行い、産業医認定の厳格化及び効率化を図っ

　てほしい

日本医師会に対する意見・要望

・研修医や若い医師に対する認定産業医の周知を

　お願いしたい

・親会社に関連子会社の責任を持たせるなど、産

　業医の処遇に関することを国へ訴えていただき

　たい

・労働局から産業医選任届を一括入手し、まずは

　地元の会員医師が関与している事業所を把握し

　てほしい

・嘱託産業医、選任産業医が意見交換や悩み相談が

　できる場を、関連団体と連携して作ってほしい

その他

・ストレスチェック制度開始を契機に民間企業の

　産業保健分野への営利目的の参入が進んでいる

・産業保健総合支援センターや地産保センターと

　の一層の連携強化が必要と思われる

Ⅳ　協議
司　会：堀江　正知

　　　　　（日本医師会産業保健委員会副委員長）

発言者　神ノ田昌博（厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長）

　　　　大西　洋英（労働者健康安全機構理事）

　　　　松本　吉郎（日本医師会常任理事）

　　　　及川　　桂（産業医学振興財団

事務局長）

事前に提出のあった質問

大宮医師会　通知「地域産業保健センター事業の

支援対象に関する取扱いについて」に関して伺う。

次年度に向けて、大宮地域産業保健センターでは

支援対象の取扱いに関する周知を小規模事業場に

対し、始めている。しかし、支社や営業所の小規

模事業場側が本社産業医の活動内容を理解してい

ないことや、総括産業医の存在自体知らない場合

が多く、それを確認することがコーディネーター

の負担になることについて、どのようにお考えか。

また、実際には総括産業医が居るにも拘わらず、

利用申込書には居ないことになっていれば、今ま

で通りセンターを利用することになるが、これで

は、総括産業医の有無が有名無実化していると言

えるのではないだろうか。

大西理事　来年度より総括産業医がいる企業の支

社や営業所については、50 人未満の小規模事業

所であっても地域産業保健センターの支援対象に

は含まないこととされる。コーディネーターにお

いては、申請書に記されている総括産業医の有無

を確認し、判断していただきたい。

神ノ田課長　都道府県、労働局、労働基準監督署

を通じて支店・工場・営業所等の関連事業所を各

地に抱える本社に、法改正の趣旨を周知していき

たいと考えている。
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大西理事　提出された申請書に総括産業医がいな

いと書かれていながらも、支援後にいることがわ

かった場合は、補助金の対象となる。

愛知県医師会　治療と就労の両立支援について、

平成 30 年度の診療報酬改定で「療養・就労両立

支援指導料」が認められたことは大きな成果であ

る。しかし、これは「産業医からの助言を得て」

となっており、労働者の半数以上が、従業員数

50 人未満の小規模事業場で働いている現状では、

さらに踏み込んだ対策が必要だと考える。

　また、派遣労働など非正規雇用者も全労働者の

3 分の 1 以上を占め、こちらへの対応も考えるべ

きである。小規模事業場で働く労働者や非正規雇

用者では、がんになったことで容易に職を失って

しまう危険性が高い。非常な大きな対象であるた

め、広くカバーする制度設定が必要と考える。

神ノ田課長　小規模事業所への「治療と仕事の両

立支援」を推進していくことは厚生労働省として

も重要な課題だと認識している。平成 28 ～ 29

年の取組みでは、両立支援促進員を 40% の増員

を図ったことで、相談件数が 467 件から 2,234

件へと増加した。事業所への個別訪問支援では

397 件から 850 件に増加している。本年度より

産業保健総合支援センターに保健師を 1 名ずつ

配置し、小規模事業所への支援強化を図った。引

き続き、センターの支援の強化と推進を図ってい

きたい。

松本常任理事　本会では長年、産業医の選任基準

を 30 人以上に引き下げることを要望している。

引き続き、国に検討していただきたい。

愛知県医師会　ストレスチェック受検状況や面接

指導受診状況など、当初の想定された範囲とみて

いるのか。嘱託産業医は診療活動の合間に産業医

活動をしており、事業場も実施するのにコストが

発生する。今後、ストレスチェック制度の成果と

してどのように判断していくつもりか。また、小

規模事業場では助成金制度もあるが、利用してい

る事業場は少ない。今後の対応は考えているか。

神ノ田課長　平成 27 年 11 月の施行から、3 年

しか経っていないため、十分にできていないのが

実状である。実施状況について、昨年の調査では

78.9% の労働者がストレスチェックを受検してお

り、そのうち医師による面接指導を受けた労働者

の割合は 0.5% である。今年度より、実態把握の

ための調査研究を開始したところであり、今後は

その結果から検証を行っていきたい。

松本常任理事　ストレスチェックの集団分析か

ら、間違った方向で職場の環境改善につなげると、

個人的な中傷になりやすいので、検証を重ねるこ

とが重要だと考える。

滋賀県医師会　定期健康診断後の事後措置につい

て伺う。産業医面談で受診が必要なことを何度話

しても、現在は自覚症状が無いために受診しない

人がいる。必要に応じて本人の家族や所属部署の

協力を得て医療に繋げたいが、それを拒否する者

も少なからずいる。そのような時は、アドバイス

するくらいになり、産業医としての責任を感じて

苦慮している。このような場合に産業医としてど

のように対応すればよいのか、産業医の責任や法

制面を含めてご教示をお願いする。

神ノ田課長　定期健康診断については、事業者に

意見聴取を行い、意見を事業者に伝えることで産

業医としての責任を果たしていると言える。個人

情報保護に配慮して医療に繋げることがよいが、

本人が最後まで同意しない場合は、労働者の氏名、

指導日時、指導内容の記録を作成し保存していく

ことが、後々問題になった際に活用されると思わ

れる。

松本常任理事　民事訴訟になった場合、日医医師

賠償責任保険では経済損害を想定した保険を準備

しているため、産業医の先生方に再度周知してい

ただきたい。

岡山県医師会　産業保健総合支援センター協力事

業の一つに「患者（労働者）と事業者との間の個

別調整支援」が掲げられており、復職に向けての
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「主治医意見書」ほか必要書類の準備を含めた会

社への対応、会社側からは整備体制や社会保障制

度についての相談がある。その後の継続就業や復

職支援には「主治医意見書」を受託する嘱託産業

医の主導的活動が重要であり、総合支援センター

所長・運営主幹はもとより都道府県医師会産業医

部会の積極的支援が必須と考えるが、現在、厚労

省の取組内容には明示されていない。これらより

以下のことを質問する。

①総合支援センター所長・運営主幹はもとより都

道府県医師会産業医部会の積極的活動に関してご

意見を伺いたい。

②個別調整支援を円滑に進めるには、嘱託産業医

の総合的な理解が不可欠となるが、その理解を進

めていく方策について教示願いたい。

神ノ田課長　①産業保健総合支援センター所長あ

るいは都道府県医師会産業医部会には積極的に取

り組んでいただきたい。また、このような取組み

を全国的に進めていきたいと思っている。両立支

援コーディネーター養成研修を産業保健総合支援

センタースタッフに受講していただき、産業医に

対する支援を行っていただきたい。

②まずは嘱託産業医に仕事の両立支援について理

解していただくことが大事である。嘱託産業医を

対象とした研修事業を行っているため、それらを

活用し、理解促進を図っていきたい。

松本常任理事　②研修会の受講やガイドラインを

読み込んでいただくことが重要だと考える。

山口県医師会事務局　広報・情報課
　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県総合保健会館 5 階　　　
　　　　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　　　
　　　　　　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp　

「会員の声」原稿募集
                       　　　　　　　

投 稿 規 程（平成 27 年 5 月から）

 1）投稿は本会会員に限ります。

 2） 内容につきましては、医療・医学に関連するものに限定させていただきます。

 3）他誌に未発表のものに限ります。

 4） 同一会員の掲載は、原則、年 3 回以内とさせていただきます。

 5）字数は 1,500 字程度で、文章には必ずタイトルを付けてください。

 6）外国語単語の使用は認めますが、全文外国語の場合は掲載できません。

 7）�学術論文については、その専門的評価が問題となる場合があるため、掲載で

　　きません。（『山口県医学会誌』への投稿をお願いします。）

 8) ペンネームでの投稿は不可とさせていただきます。

 9) 送付方法は電子メール又は CD-R、USB メモリ等による郵送（プリントアウ

　　トした原稿も添えてください）でお願いします。

10） 編集方針によって誤字、脱字の訂正や句読点の挿入等を行う場合があります。

　　また、 送り仮名、数字等に手を加えさせていただくことがありますので、あ

　　る意図をもって書かれている場合は、その旨を添え書きください。

11）原稿の採用につきましては、原稿をいただいた日の翌月に開催する広報委員

　　会で検討させていただきますが、内容によっては、掲載できない場合があります。
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平成 30 年度
郡市医師会産業保健担当理事協議会

と　き　平成 30 年 11 月 8 日（木）15：00 ～ 15：40

ところ　山口県医師会 6 階会議室
[ 報告 : 常任理事　中村　　洋 ]

会長挨拶
河村会長　働き方改革については今後、タイムス

タディを行うようになると思う。医師の負担を減

らす方向に進めばよいが、これを大学病院等で行

うと、教育・研究・診療の狭間が分からなくなり、

区切ることが難しくなると思われる。労働者とし

ての医師の勤め方が、本協議会においても今後

3 ～ 4 年は主な議題になると考えている。同時に、

各地域の産業保健活動も重要であるため、双方を

推進していきたい。

協議事項
（1） 第 40 回産業保健活動推進全国会議について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告）
　本号 1066 ～ 1075 頁に報告記事掲載

（2） 県医師会主催・郡市医師会協力による産業医
研修会について　　　　　　　　　　　　　　　
中村　29 年度は 18 回の研修会を開催した。30

年度も 18 回の研修会を企画しており、これまで

に 12 回開催している。研修内容は、実地研修 9

回、基礎研修の後期又は生涯研修の専門研修を 9

回予定している。

　なお、実地研修は体験参加型の研修であるが、

日医の「実地研修ガイドライン」の中には、「講

師１人あたりの受講者数が 50 名を超えない範囲

で、できるだけ少人数で実施されることが必要

である」と規定されている。30 年度においても、

郡市医師会協力による産業医研修会では、実地研

修を各支部 1 回は取り入れるよう計画している。

実施にあたっては、31 年１月中に産業医部会の

各支部に対し研修希望の調査を行う予定である。

（3）その他
藤本常任理事　都会では産業医が充足している一

方で、地方では不足しているという声も聴く。皆

様のご意見をいただきたい。

・事業者数に対して産業医が不足しており、今後

　事業場が増加した場合に不安である。

・時間外労働が上限 1 か月 45 時間以下、有給休

　暇 5 日以上の取得が法改正されるが、小企業

　には基本給が低く、時間外手当で補っている事

　業場もある。今後、給料が低くなると言われた

　場合、どのように対応すればよいか。

・50 人以上の事業場に対するストレスチェック

　が医師の負担となっている。

・ストレスチェックで高ストレスでも面談の希望

　者が少ない。

玖 　 珂 

熊 毛 郡

吉　　南

厚 狭 郡

美 祢 郡

下 関 市

立石　　肇

沖野　良介

弘中　克己

吉武　和夫

吉崎　美樹

佐々木義浩

宇 部 市

山 口 市

萩　　市

徳　　山

防　　府

下　　松

髙田弘一郎

佐々木映子

宮内　嘉明

藤原　敬且

山縣　三紀

木村　豊彦

郡市担当理事

岩 国 市

小 野 田

光　　市

柳　　井

長 門 市

美 祢 市

西岡　義幸

川端　章弘

原田　幹彦

吉田　一典

村田　高茂

中元　起力

出 席 者
県医師会
会 長

常任理事

常任理事

理 事

理 事

河村　康明

中村　　洋

藤本　俊文

伊藤　真一

吉水　一郎
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　日本医師会より城守常任理事と畔柳

参与をコメンテータとしてお招きし、

島根県医師会の司会進行のもと開催さ

れた。

　城守日医常任理事は、冒頭のご挨拶

にて、各都道府県医師会の医事紛争や

医療事故調に係る医師会業務のねぎら

われた。また、今年で 46 年目を迎え

る日医医賠責保険制度の運用について、

そして平成 27 年 10 月からの医療事故

調査制度とそれに関する費用保険の拡充につい

て、今後も会員の声を反映してより良いものにし

ていきたいと述べられた。

Ⅰ 各県からの提出議題
1. リピーター会員への対応について＜鳥取県＞

　高齢化あるいは医療技術の進歩により、眼科

における白内障手術の件数が増加傾向にあるな

か、同手術を中心とした眼科領域の医事紛争の事

例が増加傾向にあり、最近、連続発生した事例が

ある。

　各県では、リピーター会員への指導や教育等、

何らかの対応をされているかどうか、お尋ねした

い。

当会の回答

　これまでリピーターに対して特別に指導する場

を設けることはしていない。医事案件調査専門委

員会の審議の場にて、今後、当該会員（医療機関）

が医療を行う上で必要と思われる改善点（同意書、

相手が納得する説明、記録、施設内設備の体制な

ど）は助言している。

　また、顧問弁護士及び当会担当理事が医療機関

（病院）におもむき、全職員を対象とした研修会

を開催している。毎年 100 名近い出席者がある。

会員全体を対象とした教育として、当会が開催す

る生涯研修セミナーにて、定期的に医療紛争に関

するテーマをかかげ、顧問弁護士や担当理事が講

演している。

他県の回答

　他県では、文書による通知を行ったところもあ

れば、医師会として指導教育を行っていないとこ

ろもある。県医師会の審議委員会に事案が提出さ

れるまでに、郡市医師会の委員会で聞き取り調査

を行って、原因分析・再発防止・医療安全につな

げているところもあった。

日医の意見

　日医では指導改善委員会で勧告をしているが、

現実的には、各地区医師会の先生方の対応が効果

的と考える。

平成 30 年度　
中国四国医師会連合「医事紛争研究会」

と　き　平成 30 年 11 月 11 日（日）15：00 ～ 17：00

ところ　ホテルグランヴィア岡山　3F クリスタル B

当番県　島根県医師会
[ 報告 : 副会長　林　　弘人 ]
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2. 各県における事故調査支援団体協議会での県
医師会の役割と活動状況について＜岡山県＞ 

　本年 3 月 7 日に平成 29 年度都道府県医療事故

調査等支援団体等連絡協議会合同協議会が開催さ

れ、現状報告並びに課題について議論された。事

故調査制度の運用状況に関しては、全国でほぼ

1 日 1 件程度取り扱われ、7 月末時点の累計では

①医療事故報告 1,061 件、②院内調査結果報告

755 件、③相談 5,474 件、④センター調査の依

頼 70 件と報告されている。合同協議会の中でも

人材育成についての議論が行われ、医学的な仮説

検証と丁寧な聞き取りの重要性が指摘された。各

県でも数例は経験されていると考える。それらの

経験において調査委員会のメンバーの選定や人材

育成（相談員を含めて）をどのようにしているか、

また、報告書作成において問題となった本制度の

課題（報告書が訴訟に使われる可能性など）があ

ればお教えいただきたい。

当会の回答

　平成 27 年 10 月の法施行に合わせ調査体制を

構築し、その後の調査事案に対応している。今

後の人材育成については当県でも課題になり得る

が、現時点では具体的対応は取っていない。報告

書作成においては、遺族側へ渡す資料は分かりや

すいサマリー的なものとするよう医療機関の担当

者へ促している。

他県の回答

　調査委員会メンバーの選定は、医療機関から依

頼があった際に地区、相談内容により、県医師会

が中心となって選定する県が多い。外部委員の推

薦依頼があった事案では、会内で検討して、事案

にふさわしい診療科を提案し、最終的には、その

医療機関で決めているところもある。

　また、報告 21 件のうち、19 件を県医師会が

支援団体として報告書等の作成をして、それ以

外の 2 件は各病院が対応されたところがあった。

その 2 件の報告書をみると、調査や作成も十分

でないという印象を持ったようである。支援団体

として、調査のマニュアルのほか、院内委員会を

設置するときの在り方や運営方法も啓発する必要

があり、そのようなテキストを作成しようとして

いるところもあった。

3. 医師賠償責任保険の加入啓発および日医医賠責
特約保険の免責部分への対応について＜広島県＞ 

　当会では日医医賠責特約保険のほか、法人に

対する損害賠償請求への備えとして、団体保険と

して法人向け医賠責保険を取り扱っている。日医

医賠責特約保険及び法人向け医賠責保険に未加入

の法人立医療機関に対してはパンフレットを送付

し、また、全会員、全医療機関に対して現在の医

賠責保険の加入状況を案内するなど、未加入会員、

医療機関への注意を促している。しかし、未だに

法人立医療機関でありながら、法人に対する損害

賠償請求への備えがない医療機関もあり、医事紛

争が発生した際に、医療機関の負担が生じる事態

が起きている。

　そこで、各県医師会では医療機関ごとに必要な

医賠責保険への加入について、どのように啓発・

周知を行っているか、法人に対する損害賠償請求

に備えどのような保険を取り扱っているかご教示

いただきたい。

　また、法人に対する損害賠償請求への備えとし

て、日医医賠責特約保険に加入している場合、免

責部分（100 万円）に対する県医師会での対応

についてもお尋ねしたい。

当会の回答

　当会でも、免責部分の保険の契約がない会員が

多数いるのが現状である。日医医賠責保険の免責

部分があることすら知らない会員もいる。毎年、

医師賠償責任保険の更改時期に、未加入の会員に

も加入を勧めているところである。また、毎年開

催している「新規会員研修会」において、医療紛

争と医師賠償責任保険に関するコンテンツを盛り

込んだ解説を行っている。

　また、当会では法人に対する賠償請求も補償す

る損保商品（対人 1 億～ 2 億円）を取り扱って

おり、医療法人の病院にご契約をいただいている

ところである。
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他県の回答

　他県でも当会と同様、免責部分をカバーする保

険の取り扱いで対応するところが多く、新規加入

時に保険を勧める啓発方法をとる回答がほとんど

であった。日医 A 会員の 9 割以上が、免責 100

万円をカバーする保険を契約している県もある。

　現実には、どのような形で請求を受けるか（個

人宛、法人宛、その両方）を正しく理解したうえ

で、全方向からの請求に対してもカバーできるよ

うな体制をとることを認識してもらいたいところ

である。

日医の意見

　日医としても啓発普及のためパンフレットを作

成しているところだが、まだまだご理解いただけ

ていないところもある。日医の組織率向上にも関

係するが、勤務医に対してのアプローチもお願い

したい。日医特約保険においては、近年、補償内

容を超えるものもあるため、保険会社とともにそ

の対応を考えている。

4. 医療事故調査制度の利用について＜山口県＞
　平成 27 年 10 月から施行された医療事故調査

制度は、事故が発生した際、遺族へ説明するとと

もに、管理者が「制度における医療事故」に該当

するかの判断をすることになる。つまり、医療事

故調査制度を利用するかどうかは、その管理者が

組織として判断することになる。

　とはいえ、県医師会に報告された一連のストー

リーを客観的にみると、「制度における医療事故」

に該当するであろう事案であっても、その医療機

関の管理者が「該当しない」と判断されて、制度

を利用しない場合もある。この制度の本来の目的

は、「原因究明」であるが、医療機関として、こ

の制度を利用することで「医療事故」という言葉

を意識してしまうことから、「該当しない」とい

う選択をとってしまうのではないかと考えるとこ

ろである。

　このような場合、支援団体として、どのように

関与していくべきか迷うところであるが、他県の

状況とご見解をうかがう。

他県の回答

　他県でも、まず「医療事故調査」という言葉か

ら、この制度への報告が敬遠されがちであること

が窺えた。この制度は、「予期せぬ死因の原因究明」

を目的としているが、原因究明の前に「事故」と

いう言葉があるため、患者家族も「過誤」を意識

してしまう。やはり国民の正しい理解のための啓

発活動が必要と思われる。

　病院の判断でこの制度を利用しないことは、病

院だけでなく、その家族においても、原因究明の

機会を逃してしまうと考える。この制度の有用性

は十分にあるので、万が一の際の利用を各病院に

案内している。

　名称については以前から言われているように、

法律を変える必要があるが、その議論より、一般

の人が医療事故という言葉を誤解しているところ

をどのように解消していくかという視点で始める

ことがよいと思う。機構側にもこの制度の啓発を

もっと行ってほしいと考える。

日医の意見

　機構でも医療事故のネーミングの議論はあり、

厚生労働省内でも通称に置き換えてはどうかと検

討もされている。名称変更を国民がどのようにイ

メージするかはわからない。

　予期せぬ死亡事例をこの法律の中で「医療事故」

と定義しているわけで、過誤過失のことではない

と認識してもらうことが大事であるが、機構とし

ても苦慮しているようである。機構だけでなく医

師会としても、方法論も含めて協議しながら提案

していきたい。
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5. 地域医療機関が紹介した中核医療機関からの
共同不法行為の申し立てについて＜徳島県＞ 

　事案としては、肝腫瘍で亡くなった患者家族よ

り腫瘍の見落としについて指摘を受けた A 病院

（地域医療を担う中核病院）が、その患者を尿管

結石の疑いで紹介した B 病院（A 病院とは連携病

院であり、病院間同士のつながりは深い）に対し、

見落としについて「共同不法行為」にあたるとし

て弁護士を通じて申し入れがあった。A 病院は患

者家族との円満な解決を求めるため調停の申し立

てを考えており、B 病院に対し調停への利害関係

人としての参加を求めている。

　地域医療支援病院の中核である基幹病院が、患

者を紹介した地域の連携病院である医療機関に対

し、見落とし等の共同不法行為として調停への参

加を申し立てるというような事案が今までにあっ

たかどうか。あればその際の対応や顛末について

ご教示いただきたい。

当会の回答

　このような事案は当会では把握していない。ま

ずは B 病院における診療経過、特に、A 病院に尿

管結石の疑いで紹介するに至った経緯・理由につ

いて十分検討の上で、B 病院における肝腫瘍の見

落としがあったといえるのかどうかをよく検討す

るべきであると考える。本件では、患者側がＢ病

院に対して請求しているわけではないようにみえ

るので、そのような状況下で、あえて B 病院が

手続きに参加すべきか否かについては悩ましい。

患者から B 病院にも請求がされるような状況が

生じ、B 病院が有責判断をしていて A 病院と患者

との間の調停手続において同時に解決する方が望

ましいという判断に至れば手続きに参加すること

になろうが、そうでない場合はあえて調停に参加

する必要性があるのかは疑問である。

他県の回答

　他県でも、そのような事案の報告はないようで

ある。2 つの連携する病院が共同不法行為として

解決を図った事案はあるようである。複数の医療

機関で互いに責任のなすりつけをしないようにす

べきとの意見もある。2 つの医療機関が連帯して

責任を負うことになる例の解説もあった。

6. 医療メディエーションと医療事故調査制度の
両者の取り組みについて＜香川県＞ 

　医療メディエーションは、患者側と医療者側の

積極的な対話により医事紛争を解決する手法であ

り、医療事故の際に有効な手段であると考える。

一方、医療事故調査は、予期しなかった死亡に関

わる場合にのみ行われるものではあるが、やはり

医療事故に関連して行われているものである。今

後は、医療事故に際して、両制度が良好に機能す

る方向を検討することが重要となってくる。そこ

で、以下について各県での取組みをお聞かせ願い

たい。

　①医療メディエーターによるメディエーション

　　を行ってから、あるいは並行して、医療事故

　　調査を行った事案を経験したことがあるか。

　②医療メディエーションをどのような事案で

　　行っているか、また行うのがよいと考えるか。

当会の回答

　①医療メディエーター有資格者の対応後の医療

　　事故調査は確認できていない。

　②できるだけ全事案での対応が望ましいと考え

　　る。

他県の回答

　①においては、当会と同様に有資格者が対応し

たという事例はない。愛媛県では、医療メディエー

ションマインドは両当事者に対して分け隔てな

く発揮されるべきで、死亡事案では遺族側に対す

るグリーフケアが最も大切であると考えている。

よって、調査の相談を受けた時点から、担当理事

はメディエーター・マインドを持って両当事者に

接している。

　②においては、愛媛県は、両当事者のいずれ

かが関与を拒否した場合や、暴力事案、金銭的要

求に対しては関与しない（指導に入らない）。そ

の他の県では、まだ普及に至っていない状態であ

る。
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　東京医科大学入試の不正については次々と新事実が明らかにされ、日常会話にも上ることが多い。

その際の男性医師の意見はもちろんさまざまだが、共通点がある。この不正の原因は医療界の特殊

事情によるものであり、決して男女差別ではないというものだ。「男女差別？そんな前近代的な代

物が、知識人で構成された医療界にあるはずがない。今の日本では女性が強いじゃないか（俺はま

すます責任が重くなりストレスフルなのに ※1）。子育てを終えたうちのかみさん、いつも出歩いて

楽しそうだぜ。（俺が稼いだ金でね ※ ２）」　　　　　　　

　夫婦間の力関係を普遍化されてもなぁ、と思っていたところ、11 月初旬の報道で、東京医科大

学の過去 2 年間の推薦入試と一般入試で、2017 年度に 32 人（男子 16 人、女子 16 人）、2018 年

度に 69 人（男子 18 人、女子 51 人）の計 101 人が本来は合格していたのに、不当に不合格となっ

ていた事実を知る。101 人！そのうち女性は 16 ＋ 51 ＝ 67 人！過去 50 年の累計などではなく、たっ

た 2 回の入試でこの数字。これを差別と呼ばなければ何と呼べばいいか教えてもらいたい。

　そして女子だけが被害者ではない。同大学の現役男子、一浪男子のうち少なくない数の学生は、

不正に合格にされたのだ。知らないうちに下駄を履かされていたのだ。気の毒に。東医ボーイが履

いているのは、ナイキでもプラダでもなく下駄。白衣に下駄は似合わない。

　さて、私たち女性はどうしたらいいだろう。既得権がダボダボスーツにネクタイをしている世代

を教育し直すのは手遅れだから、若い世代をまっとうに育てないといけない。イギリスの女優キー

ラ・ナイトレイ ※ ３は、『シンデレラ』を 3 歳の娘には見せないそうだ。「シンデレラは裕福な男性

に救い出されるのを待ってるんだもの。ありえないわ。自分で救い出すのよ！」

　私も将来、孫に読ませたい絵本、読ませたくない絵本のリストを作っておこうかしら。

　※1、※ ２は、私の個人的補足

　※3 出演作品　『パイレーツ・オブ・カリビアン』『プライドと偏見』他多数

（理事　長谷川　奈津江）

編集
後記
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